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わ れ われ に とっ て森 林 は どの よ うな意味 を もつ か。 そ

の死 活的 意 味 の一 つ は 次 の よ うな もの で あ る。

図11)は ハ ワイのマ ウナ ロ ア 山観 測 所 で測 定 され た北 半

球 ・大 気 中 の二 酸 化 炭 素 の変 化 を示 して い る。各 年 をみ

る と,6月 にあ た る こ ろが もっ と も濃 度 が高 く,10月 か

ら11月 が最低 とな って い て,そ の 差 は約6ppmで あ る。

1年 間 で これ ほ どの差 が あ るの は,も っぱ ら植 物,と

くに樹 木 の炭 素 同 化 作 用 に よ る。 い うまで もな く植物 は,

大気 中 の 二酸 化 炭 素(CO,)を 吸 収 して炭素(C)を 体 の成 分

にし,酸 素(O)を 放出 している。冬 に植物 は生育 をとめる

ので炭素同化作 用をやめ る。そこで二酸化炭素はふ え続

け6月 ごろに濃度 が最大 となる。一方,植 物は春 から夏

にかけて炭 素同化作用 をさかんに行 うので二酸化炭素は

6月 ごろか ら減 りは じめ10,11月 に最低 になる。

この ような植物の活動に もかかわらず大気中の二酸化

炭素はふ え続 け1958年 の年平均値 は316ppmだ ったのが

1978年 には336ppmに 上昇 してい る。

これは化石燃料(石油,石 炭,天 然 ガス)の燃焼 が加速

度的 にふ えて二酸化炭 素の放出量が増大す る一方で,二

酸化炭素 を吸収す る森林 が減 り続けているためである。

森林は1950年 に地球 の全陸地面積の37%を 占めていたの

が1978年 には20%に な り,2000年 には16%に なると推定

されている2bつ まり,地 球上 に残 された,わ ず かな森林

では増大 し続 ける二酸化炭素 を吸収 しきれな くなってい

るのだ。

大気 中の二酸化炭素 がふ えることによる重大 な結果の

一つ として,地 球 の温度上昇がある。二酸化炭素の分子

は,太 陽 から地球へ照射 されている短波長の光線 は通過

させるが,地 球 の表面 から大気圏外へ放射 され る長波長

の赤外線は吸収 する性質 をもっている。この作用は 「温

室効果」 とよばれ,地 球 をガ ラスで おおったように して

暖める。

アメリカ政府 の 『西暦2000年 の地球』 に集め られた諸

研究 は,二 酸化炭素 が1990年 には1978年 に くらべ30%か

ら90%増 加す るとみている。二酸化炭素が2倍 になれば

気温 は中緯 度で2-3度 上昇 し,極 地域 ではその3-4

倍上昇す る3b「温度 が3度 上昇するならば,推定200年 間

で極地の氷の大部分 がとけ,沿 岸の広大な土地 が水没す

るだろ う」415bさ らに 「2150-2200年 に予想 される二酸

化炭素の増 加は,地 球全体 の平均気温 を6度 以上 ひき上

げるかもしれない一 これは現在 と,7000万 年か ら1億 年

前の中生代 のあたたかな気候 との間の温度差 に匹敵する」%

極地 の氷 が全部 とけると海水面は60mか ら70m上 昇 して

人類は住 み場 を失 なう。 この光景 はノアの洪水 よりもお
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図1北 半球の二酸化炭素変化表
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そろ しい。

しか し,す で に前 兆 は現 れ てい る。 近 年 に なっ て異 常

気象 が 多発 し,多 くの 氷河 は とけ て後 退 しつ つ あ る ㌔

以上 の こ とか らも,人 類 が生 存 を続 け るた め に は,い

ま残 され た森 林 を守 り,さ らに拡 大 して い く こ とが死 活

的 に重 要 で あ るこ とが 明 らかで あ る%

地 球 規 模 で森 林 が減 るの は,熱 帯 地 域 の 森 林 が毎 年 広

面積 でへ っ てい くか らで あ る。 熱帯 地 域 の 森 林 が消 滅 し

つ つ あ るの は 『西暦2000年 の地 球 』の い うよ うに,熱 帯 地

域 で① 農 地 を拡 大 す る必要 ② 薪 炭 材 を増 産 す る必要 が あ

るか らで あ り,そ れ に③ 熱 帯 以 外 の諸 国 の 森 林 が効 果 的

で 強 力 な計 画 の も と に保 全 ・経 営 され て い ない た め に木

材 不足 を生 じ,そ の不 足分 を熱帯 地 域 か らの 輸入 に求 め

て い る か らで あ る%

③ の理 由 に 日本 は と くに大 きな か か わ りと責任 をもつ。

日本 の木 材 ・木製 品 輸入 量 は1958年4,160千 ㎡ だ っ たの

が1979年 には49,902千 ㎡ に な って世 界一 で あ る し,そ の

大部 分 は熱 帯地 域 か らで あ る。

輸 入 量 の 増加 につ れ て 日本 国 内 の木 材 生 産 量 はへ っ て

お り,1960年 の48,515千 ㎡ は1979年 に は33,270千 ㎡ に な

っ て い る。 それ で は 日本 の森 林 の う ち,ど の部 分 で生 産

の低 下 がみ られ る か。 国有 林,公 有 林,私 有 林 に わ け る

と,低 下 は私 有林 の部 分 で明 らか で あ る。

国 有林 の木 材生 産 量は1960年11,077千 ㎡ 測979年11,413

千 ㎡ に,公 有 林 は3,140千 ㎡ が2,094千 ㎡ に な って い るの

に対 し,私 有 林 は34,298千 ㎡ か ら19,763千 ㎡ に激 減 して

い る。

計画 的 な生 産 が行 われ な い私 有林 は,そ の 荒廃 も い ち

310

じ る しい。 人 工 造 林 面 積 は国 有 林 が1950年39,377ha-

1979年46,389haで あるのに対 し,民 有 林(公,私 有 林)は

266,830ha-131,783haで あ り,マ ツ クイ ム シ被 害 は 国 有

林 が1962年216千 ㎡ 一1979年149千 ㎡ で あ るの に対 し,民

有 林 は262千 ㎡ 一2,286千 ㎡ で あ る10b

この 結 果,私 有 林 は そ の林 木蓄 積 量 も少 な い11b1983

年 の北 海 道 森林 の蓄 積量 をみ る と,国 立 大 学演 習林 が1

ha当 たり144㎡,林 野庁 所 管 国 有林106㎡,道 有 林98㎡,市

町 村 有 林76㎡,私 有 林73㎡ で あ る。

私 有 林 で 林 業生 産 が低 下 したの は, ,国 産 材 の 高騰 が外

国材 の 輸入 をまね い て林 業 生 産 を採 算 の とれ な い もの に

し,採 算 の と れ な くな っ た森 林 は 単 な る土地 と して売却

されつ つ あ るか らで ある1%森 林 が土 地 として売 買 され る

場 合 は,多 くは売 買 しや す い よ うに細 か く分割 され る。

森林 が その よ うに分割 され る と林 業 は二 度 と再 開 で きな

い もの にな る。 国 有 林経 営 に お いて も多 くの 問題 が指摘

され て い るけ れ ど も,全 体 と して眺 め ると 日本森 林 の 荒

廃 は主 に私 有林 に おい て発 して い る とみ な けれ ば な ら な

いo

森 林 は計 画的 に経 営 され,成 長 を とめ た樹 木 を選 んで

伐採 して い く こ とに よ って の み木 材 の 生産 と環 境 保 全 を

同 時 に達 成 で きる。 しか し森 林 の私 的所 有 はす で に,こ

の 目 的 に適 合 せ ず,そ の 歴 史 的 役 割 を終 えて い る よ う

にみ える。 現 在,私 有 林 育 成 の ため に 巨 額 の 公 的 経 費

が 投 じ られ てい るけ れ ど も,森 林 所 有 の あ り方 そ の も

の を変 え な い か ぎ り問題 は根 本的 に解 決 しな いの で は な

い か と思 われ る。

日本 の森 林 は25,279千haで 世 界森 林 の約1%で あ る。
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日本森林の うち国有林 は30%,公 有林は10%,私 有林60

%で ある。 日本森林 の うち北海道森林は5,618千haで22

%を しめる。国有林 の割合は57%,公 有林は16%,私 有

林は27%で ある。

北海道 でも本州 でも,ほ とん どの森林は,っ い100年前

まで特定 の所有者はいなかった。それが明治政府 によっ

て国有 と民有 にわけ られ,そ のあ と一部分が国有 から私

有 となった。

そこで森林13)が私有 となることによって,荒 廃 および

消滅が どのよ うにして必然的 に生 じたかを特定2地 域 に

ついて,で きるか ぎり根底的 に調べ てみ よう。 これが,

この研究 の最大の目的 である。

その一 か所は,太 平洋戦争前 に私有 となった札幌市域

の盤渓 とい う山岳地帯約1,700haで ある。もう一 か所は北

海道知床半島の岩尾 別とい う台地約1,000haで ある1%盤

渓では都市近郊で私 有化 された森林 の運命 をみることが

で きるし,岩 尾別では山奥地の それ をみ ることがで きる。

同 じ経済社会構 造の中では特定地域 に特別の現象が起

きるとは考えられ ないか ら,こ の2地 域の観察 によって

日本の,そ してお そらくは日本 と似 た構造の社会の森林

の私有化 がもた らす運命 をかなりの程度 まで推定で きる

にち;がいない。

最後に,以 上の事例研究 を参考に しつつ,林 業 と環境

保全 を同時 に達成で きる森林の所有 ・経営形態 にっいて

考えてみたい。事例研究 は,こ の普遍的 な目的のために

ある。 日本の森林 を保全で きるかで きないか という問題

は,わ れわれ日本人の環境 を保 全で きるか どうかとい う

問題 に直結 しているばか りではない。 それは地球の環境

を保全で きるかで きないかとい う,核 戦争 につ ぐ人類最

重要の問題 につ ながっている1%

注1)TheCouncilonEnvironmentalQualityandthe

DepartmentofState,TheGlobal2000Reporttothe

President,1980.volumetwo.p.258の 図 を使 用 。 こ

の 報 告 書 は 逸 見,立 花 監 訳 『西 暦2000年 の 地 球 』家 の光

協 会,1980年 と して邦 訳 され て お り,こ の 図 は 訳 書2,

80-81ペ ー ジ に あ る。 以 下,こ の 報 告 書 を 引 用 す る さ い

は 『西 暦2000年 の 地 球 』と して 邦 訳 書 の ペ ー ジ を記 し,

必 要 に応 じ て原 書 の ペ ー ジ を記 す 。

2)『 西 暦2000年 の 地 球 』1,15H52ペ ー ジ。

3)同 上 書2,84ペ ー ジ。

4)同 上 書2,466ペ ー ジ。

5)地 球 上 の 氷 の90%以 上 は 南極 大 陸 に あ る。 内陸 部 で

は マ イ ナ ス50度 も の温 度 の 氷 が ど う し て溶 け る の か と

い えば,ま ず 大 気 温 の上 昇 に よ って 海 水 温 が あ が り,

海 水 に接 し た大 陸 周 縁 の氷 が とけ る。 その 部 分 が とけ

て な く な れば 内 陸 部 の氷 が せ り出 して き て海 水 に接 し

て とけ る。以下同 じことが続 くか らで ある。北海 道大

学低 温科学研究所 の成瀬廉二 氏の教示 による。

6)『 西暦2000年 の地球』2,84-86ペ ージ。

7)た とえば南極 に近 いパ タゴニアの氷河の一 つは1967

-1984年 の間 に1 .5km後 退 していた。この氷河 の観 測 に

あた った前出 の成瀬氏 によ る。

8)森 林は,こ の二酸化炭 素吸 収 と酸素供給 のほか,環

境保全機能 だけ をとって も,気 温 と湿度 の緩和,防 風,

防霧,水 源 かん養,侵 食 ・崩壊防止,防 火,避 難 地,

騒音防止,汚 染物吸着,動 物 の保護,保 健 休養,風 致

保全 などの働 きをもつ。

9)『 西暦2000年 の地球』2,229ペ ージ。この個 所の原文

は1文 で,簡 単 す ぎて わか りに くいので原 著2,323-

324ペ ー ジから意訳 した。

10)『 林業統計要覧』林野弘済会,1982年 。 以下,こ の統

計書 および,北 海道『北海道林 業統計』のデー タは出所

を示 さず使 用す る。

11)手 入 れ された森林は手入 れされない森 林 にくらべ,

はるかに健 全 になり,蓄 積量 は2倍 以上 になる。

12)こ の ことは周知の事実 となっている。た とえば,赤

羽武 「自然保護 と林 業」林業構造研究会編 『日本経済 と

林業 ・山村 問題』東京大学出版会,1978年,427-434ペ

ージ。橋本玲 子「日本林 業の構 造 と課題」『講座 ・今 日

の日本 資本主義8』 大 月書 店,1982年,274-275ペ ージ。

13)環 境保 全の観 点か ら行 うこの研究 の性 質 上,「 森林」

の概 念は広 義の もので ある。地 目でい えば山林の ほか,

原野 もふ くめて用い る。英語のForestも,も とは広義

で「ドアの外」とい うラテ ン語forisか ら作 られた。

14)盤 渓 を選 んだのは,そ こが札幌市域 であって も市街

化区域 をふ くまず,今 後 ともふ くむとは予想で きない,

まとま りをな した山岳 ・森林地帯 であるか らで ある。

岩尾別 を選 んだの も思 いつ きか らではない。1983年,

斜里町の 自然景観 保全審議会 に出 る機会 のあった とき,

同町 が岩尾別 の土地 を国民の寄金 によって買い とらざ

るをえな くなったのは,そ こが国 か ら農民 に売 り渡 さ

れたためで あるこ とを知 り私有化 のもた らす森林 荒廃

の普遍性 を強 く思 った からで ある。 この地域選択 に必

然性 は ない。 しか し,森 林 が私有化 した ところであれ

ば,ど この都市 近郊,山 奥地 でも似 た結果 がで ると考

えられ る。

15)こ の研究 の大部 分は トヨタ財団1983年 度研究助 成に

よって なされた。 また,こ の研究 を北海道 自然保護協

会会誌『北海 道の 自然』に掲載するに当っては同財 団1984

年度研究成果発表助成 を受 けた。
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II.札 幌 ・盤 渓 の実例

1.明 治以前 の盤渓

札幌 の市街地 の南西部 には数 多 くの山山が連なってい

る。ここは札幌南西部 山地 とよばれ,か つ て陸地 であっ

た ところが断層運動 によって海域 とな り,火 山活動 によ

って再 び隆起 した ところである1b

調査対象 の盤渓は,こ の南西部 山地の中 にある。市街

地 から歩いて1時 間,車 で10分 ほ どで急 な峠 を越 えると,

た くさんの小山 にかこまれて別天地 のように広 がってい

る。 このよ うなところであるから全域が市街化 を抑制す

べ き市街化調整区域 とされている。1983年10月 現在で60

世帯83人 が住 んでいるけれ ども,か つての農家 に住 み続

けてい る人人がほ とんどで,こ こが市街化区域 になって

人口が急増す ることは今後 とも予想 されない。

この盤渓は南方 で国有林に接続 している。国有林 をふ

くんだ行政単位 と しての盤渓 の面積は1815.1ha,国 有林

をのぞ き登 記 された盤渓の土地の総面積 は1721.9haで あ

る2b

盤渓の面積 を札幌 市測定 の1815haと す ると,札 幌市の

総面積の1.6%に 当たる。盤渓では現在,農 業はほとん ど

停止 され,道 路沿いのわずかな土地 を除 いては地 目は山

林 である。

北海道の大部分では,ほぼ100年 足 らずの間 に和 人が住

み始 めたのであり,そ の土地の所有 の歴史 は,ほ とん ど

手のとどくところにある。盤渓 も同 じで ある。 しかし和

人の前 には人が住 んでいなかったのだろ うか。

山山 と平野 が接 し,数 本の川が流 れるこのあた りは動

物 が豊富にいたにちがいない。知 られてい るかぎりでは

盤渓の区域内 に一か所,そ の周辺2kmの 範囲で西方に3

か所,東 方に5か 所に先住 民の遺跡が存 在する3も

出土 した遺物は黒曜石の矢 じり,み がいて作 った石器

類,シ カの角,土 器の破 片であ り,す べて川の近 くの,

やや平 らな場所か ら発見 された。 これ らは新石器時代の

ものであ り,お お』よそ4,000年 前から原始共同体 の人人が,

ここで も森 のシカや クマ をとったり,川 をのぼって くる

サケ をとって生活 していた ことがわかる。

しか し山岳地 であり,川 も小 さいところだか ら,そ こ

に定住 していたのでは なく夏や秋の間だけ狩猟 し冬 は平

野の,海 や大 きな川のほ とりで生活 していたのであろ う。

もっ とも,そ の本拠す らしば しば変 えるのが狩猟民 の常

であった。狩猟民 にとって各氏族 ごとに土地 を所有す る

ことは必要 ではありえなかった。

大陸の北方 ツングース族 においては,す でに人が居住

していない土地であれば どこに住んで もかまわなかった。

狩猟地 は好 きなところを選ぶことがで きた し,も しその

場 所に占有者がいれば許可 を求めて占有す れば よいので

あった4も白人開拓期 の北 アメリカ ・イ ンディアンの場合

は各氏族の 占有が少 しきび しく,狩 猟地 に入った者は獲

物 の一部 を占有氏族 に渡 さなければな らなかった。

つい150年 前まで北海道の主要 な住民 であったアイヌ民

族 の場合 も,ツ ングース族や北 アメ リカ ・インデ ィァン

とほぼ似たよ うな狩猟地 の占有方法 が行 われていた。

アイヌ民族 では「シカやクマや魚類 をとるにも区画があ

って,そ の部落 の人人は,自 分の領分以外で狩 もで きな

い。他の領分 に行 くとす ぐ罰せ られた5bし かし土地の私

有 とい う観念 は全 く存在せず,農 耕がわずかに行 われて

いる地域 ですら,他 人 が利用 している土地 でなければ,

どこで も利用す ることがで き収穫 がすめば土地 は耕作 者

の権利 をはなれて しまった。住居地 も同 じで,占 居 して

いる間だけは占居権 を主張で きるけれ ども,い ったん捨

てて他 に移 った場合 は,そ の権利 を失 ったもの と考 えら

れた6b

このよ うな状態 であった北海道は1868年 の明治維新後,

一挙に資本制生産様式下の土地利用が行 われることにな

った。成立 した新政府はなにより,そ の経済的基盤 を確

立 しなければ ならなかった。 このためには租税収入 の大

部分 をしめ る地租 の徴 収体制 を固める必要があった。 そ

こで1873年,地 租改正 を行 い地券 を交付 して土地所有権

者 を決 め,一 率 に地価の3%の 税 を徴収す ることになっ

た。山林 についても,こ のことは同 じだ った。 しか し本

州,四 国,九 州 において も人里近 くの山が村 民に共同的

に利用 されているだけで,多 くの山林の所有権 は確立 し

ていなかった。

この難 関に直面 した新政府は1878年,つ ぎのよ うな方

針 を決めた。つ まり,村 共有の山であることが公的書類

で明 らかであるば あい,近 隣の村 までがその村の所有 を

保証す るばあい,村 山と して植樹 をした り焼 き払い をし

て きたばあいは民有地 とす る。 しか し何の手入 れもせず,

ただ草木を採取 して きたにす ぎないば あいは官有地(国

有地)と す るとい う方針で ある。この結果,村 民が時 お

り動物 や植物 を採取 しに入 っていた山は もちろんのこと,

これまで入会地 として共同的 に利用 されて きた山林原野

も,か な りの部分 は確証が ない ものとして官有地 に編入

された7も

1869年 の北海道 の人 口は58,467人 にす ぎず平野部 にお

いてす ら土地 の所有権は確 立 していなかった。 ましてや
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山 林 につ い て は 所 有 権 者 は 全 くい な い もの とみ な され

1886年 の統 計 にお いて も6.742,658町(1町=0.9917ha)

のす べ て が国 有 林 とみ な され て い る。 この 山林 は 主 と し

て1874年 の 「屯 田 兵 制度 」,1886年 の 「北海 道 土 地 払下 規

則 」,1897年 の 「北 海 道 国有 未 開 地 処分 法 」によ り有 償 また

は無償 で私 有 化 され て い った 。統 計 では1906年 に,は じ

めて188,704町 の道 有 林,94町 の社 寺 有 林,19,871町 の私

有 林 が現 れ る8も

注1)岡 部三郎『札幌 の 自然』自費出版,1977年,9-10ペ ー

ジ。

2)札 幌 市役所 が公表 してい る盤渓 の面積1815.1haは,

地 図の平面上 をプラニ メー ターで測 った もので ある。

ところが,こ の1815.1haに は国有林 が全体 の約40%ふ

くまれて いる。 この国有林の面 積 は703.3haで ある。

そ うす ると登記 された盤渓の土地1721.9haと 国有林面

積の合計 は2425.1haと なり,盤 渓 の面積 は市測定の面

積 を610ha上 回 ることになる。

この疑問 は直 ちには解明 しなかった。 しか し札幌法

務局の担 当官 および札幌の土地 家屋 調査 士が明 らかに

して くれたところに よると,戦 前におけ る,少 くとも

北海道の 山林 の面積測定 は,い までは考 えられ ないほ

どルーズ であった。 目測や,歩 幅 で測定す るのは普通

だ った。境 界が明 らかで ないため同一の面積 を別別 に

測定 して払 い下 げ許可 申請 を出 した り,面 積計算で単

純 な ミスを起 こす こともあった。当時の測定値 が現在

の測定値 の二倍 もあることが しば しばで あるとい う。

現在,山 岳地帯 の面積 を測 定す る場 合は,山 を平面 に

おきかえて測 定す るが,明 治 ・大正年間は斜面 をその

まま目測 な り歩幅 なりで測 定 した ことも推測 される。

登記 された盤渓の面積 が現 在の測定値 よりもかな り大

きいとい うことの理由 の一 つが これで あろ う。

3)9か 所 の うち8か 所 は札幌 市埋蔵 文化財分布図 によ

る。他 の1か 所は筆者 が調査 の際,札 幌 市西区小別沢

の漆崎一郎 氏の ところで知 ることがで きたものである。

4)シ ロコゴロ フ(川 久保,田 中訳)『 北方 ッ ングースの

社会構…成』 岩波書店,1941年(原 著1933年),578ペ ージ。

5)北 海道 『北海道農地改革史』1954年,15ペ ー ジ。

6)同 上書,同 ペー ジ。

7)揖 西,加 藤,大 島,大 内 『日本 におけ る資本主義 の

発達2』 東京大学出版会,1956年,448-450ペ ージ。

8)北 海道 『北海道林 業史』1951年,9ペ ー ジ。

2.屯 田兵村公有地 としての盤渓

盤渓は どのよ うな経過で現在の私有地 になったのだろ

うか。

盤渓の地番 は,盤 渓 の中央部 を東 から西に向かって流

れる川 をもとにつ けられてい る(図2参 照。以下,言 及

す る主要な地番 を図2中 に記す)。川の北岸,東南部 の1

地 点 が201番 で はじま り,川 の 西 方 に 向 か って進 み北 岸 は

280番 で 終 わる。地 番 は そこか ら南岸 に移 って281番 で 再

開 し東 方 に 向 か っ て進 み508番 で 終 わ る。

土地 登 記 簿 に よ って 各地 番 の 土地 の最 初 の 所 有者 を調

べ る と,261番 か ら394番 まで,面 積 に して433.6haに 「琴

似 屯 田兵 村 」 の保 存登 記 が さ れて い る(図2のA)。 ま た

中 央 部 の,201番 か ら260番 と,395番 か ら465番 の,面 積

に して1033.6haに 「新 琴 似 屯 田兵 村 」の保 存登 記 が され て

い る(図2のB)。 琴 似 屯 田兵 村 と新 琴 似 屯田 兵 村 の 土 地

の間 は 直線 で 区切 られて い る。

さ ら に土地 台帳 をみ る と地 番261か ら394ま で は,す べ

て琴 似 村11532番 か ら分割 し,地 番201か ら260と,395か ら

465は すべ て琴 似 村1924番 か ら分割 した もの で あ るこ とが

わ か る。 保 存登 記,つ ま り所 有 権 を確 認 す る登 記 が な さ

れ た時 は,1901年10月7日 と同 月17日 で あ る。 盤 渓 の 最

初 の土 地 所 有 者 は,屯 田兵 村 と よば れ る屯田 兵 の部 隊 だ

っ たの で あ る。

こ の二 っ の 屯 田兵 村 の 土地 の合 計 は1467.2haで あ り,

これ を登 記 され た盤 渓 の 土地1721.9haか ら 差 し ひ く と

254.7haが の こ る。 この 土地254.7haは 屯 田兵 村 には給与

され ず国 有 林 と して とど ま り1914年,札 幌 神 社(現 在 の

北 海 道 神 宮)の 占用地 と なっ た(図2のC)。 こ の土 地 の

私 有化 の経 過 につ い て は後 で のべ る。

1874年 創 設 され た屯 田 兵制 度 は明 治維 新後,本 州,九

州,四 国 に発 生 した大 量 の没 落 士 族 を北 海 道 に送 り,そ

こ を開拓 させ 自活 させ る と と もに,正 規 軍 の配 置 され て

い なか っ た北 海 道 の防 備 を兼 ね させ る とい う一一石 三 鳥 を

ね らっ た政 策 だ った 。 この制 度 に よ り1899年 ま で に7337

戸,39,911人 が37の 屯 田兵 村 とよ ば れた 部隊 を編 成 して

入 植 した。

屯 田兵 の 最初 の 部 隊 は1875年,盤 渓 か ら北 方 に約7km

の 石 狩平 野 の一 角,琴 似 と よば れ る と こ ろ に入 植 した 琴

似 屯 田兵 村 だ っ た。 琴似 屯 田兵 村 は主 に東北 各 県 の 士 族

240戸 によって編 成 され ていた 。 琴似 か ら さ らに北 方 の平

野 には1887年 と1888年,新 琴似 屯 田兵 村220戸 が 入植 し

た。

屯 田兵 は政 府 か ら土 地 と家 屋,農 具 を与 え られ るか わ

りに一定 期 間 兵 役 に服 した。兵 役期 間 は,当 初 は 無期 限,

1885年 に は戸 主 が40歳 に な れば 子 弟 が服 役 義務 を負 う,

1890年 に は8年 現 役 ・12年 後 備 役,1901年 に は5年 現 役 ・

15年 後備 役 とめ ま ぐ る し く変 わっ た2も

一番 早 く入 植 した琴 似 屯 田 兵 村 は
,こ の 移 り変 わ る制

度 を次 次 に適 用 され1875年 か ら16年 間 現 役,さ ら に12年

間 後備 役 をつ とめ させ られ,そ れ も満 期 にな った の は 屯

田兵 制度 が廃 止 され た1904年 だ っ た。 新 琴似 屯 田 兵村 は
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図2札 幌 ・盤渓の地番図

1895年 に現役満期 となり311904年 の制度廃止 にともなっ

て後備役 も解除 された。そ して琴似兵村 が琴似村 となり,

新琴似兵村 はこれ に合併 された㌔

屯田兵 に与 える土地 につ いても,し ば しば変更 があっ

た。琴似兵村発足当時 は共同耕作 を目的 としていた。各

兵員の私物 となったのは1戸につ き150坪(1坪 二3.3㎡)

の宅地 にす ぎず,す ぐあとで これに50坪 の野菜栽培地 が

加 えられた。屯田兵 はそこから共同農場 に出かけて働 い

た。

しか し共同耕作 は「張合 いないため自然,耕作 に力の入

らない ところから」5各戸 ごとに農地 を与 えることになっ

た。いろいろと手 を加 えられた あと1890年 の 「屯田兵土

地給与規則」で一戸につ き5町 歩 を農地 として,そ のほ

かに一戸 につ き5町 歩の割の土地 を屯田兵村 の公有財産

地 として与 えることになった%こ の公有財産地の目的 は,

戦時における兵村維持の補助費,平 時の罹災者救助 と公

共事業にあて るためであり,そ の種類は原野,風 防林,

建築用材および薪炭用材,牧 場 であった。

この公有財産地 は一般 に兵 村に隣接 した地域 に与 え ら

れたが,土 地給与規則の制定前に入植 した琴似兵村と新
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琴似兵村 では,近 くにまとまった土地 がすでにな くなっ

ていた。そこで,こ の二つの兵村 には農地か ら7,8kmは

なれた札幌南西部の山岳地帯 が与 えられた。

記録 によると,琴 似兵村 に与 えられた公有 財 産 地 は

1,120.4ha,新 琴似兵村 に与えられた公有財産地は1,073.6

haで あ る7b盤 渓 の土地 を差 しひいた琴似兵村の残 りの公

有地は南方の平野近 くまで広 がってお り,新 琴似兵村の

公有地はほとんどが盤渓 にあった ことになる。

屯田兵個 人および屯田兵村 に給与 された土地 は服役中

と服役満期後 も一定期 間は免税の処置がとられていた。

1890年 の屯田兵土地 給与規則では免税の期限は満期後10

年 ときめ られた。 しか し琴似兵村のよ うに1884年 以前 に

入植 した兵村 については満期 か ら20年後 まで免税の処置

が とられた。

したがって1904年 に満期 となった琴似兵村の土地が無

税 なのは1923年 までであり,同 じ1904年 に満期 となった

新琴似兵村の土地 が無税 なのば1913年 まで とい うことに

なる。

盤渓 に給与 された公有財産 としての森林 は兵村 から離

れているので当初 は薪炭用林 としてす らほとんど利用 さ

れ なかった。 ところが1894年 に日清戦争 がは じまり,屯

田兵 に動員令が下った。 そこで兵村では戦時 における兵

村維持 の補助費 にするため1895年 に炭焼 人夫 を募集 して

製炭 をは じめ ることになった。 しかし直営 ではなく,炭

焼 人に窯の設置や用材の伐採 を自由 にさせ,兵 村事務所

は一窯 につ いて夏 は一 か月70銭,冬 は1円50銭 の割 で徴

収するのである%こ れらの炭焼人の中には盤渓 に定住 し,

耕作 するもの も現れた。兵村 は,農 耕 者か らは小作料 を

徴収 していた9b

一方,1896年 には北海道 に徴兵令が しかれ,同 年札幌

に陸軍第7師 団が創設 された。 この正規軍の創設は直接

に屯田兵制度の解体 を促進 することになった。先述 した

よ うに盤渓の公有財産地の保存登 記は1901年 にされてい

るが,こ れは屯田兵司令部 の指示 によるので あろう。記

録 には札幌周辺 の屯田兵 の農地 については 「発寒兵村 の

横尾直志郎氏一切 の事務 を担 当し,代 人 となって一括登

記申請 した」 とあ り,さ らに 「登 記料 は免除で あって,

登記の地価は坪1銭3厘3毛,1反 歩で4円 弱,2万 坪

を給与 された下士 でも266円66銭7厘 とい う額であった」10)

とある。

公有財産地 につ いては,兵 村の成員 が公有財産取扱委

員会 を作 り,処 理の方法 を決め ることになった。 多 くの

屯 田兵村では公有地は希望者 に売却 された り,兵 村解体

後発足 した町村 に寄贈 された りした。 また一部 の屯田兵

村 では,屯 田兵 による公有財産地 の私物 化 も行 われた。

北海道中央部 に入植 した旭川兵村では 日露戦争(1904

-5年)で 屯田兵出征中に
,残 った屯田兵が公有財産地 を

売却 し,莫 大 な利 ざや を得て懲役 に処 され る者が出た。

また道央の茶志内兵村 では1907年3月9日 に公有財産地

を兵村名で登記 し,同 じ日に公有財産取扱委員会会長他

72人 が購入する形 をとり,す ぐあとで他者に売却 した。

っ まり委員会 を構成すると思われる73人 の私有財産 とさ

れた11b盤 渓 については どうだったろ うか。

注1)札 幌西部 の琴似 は1904年 か ら1942年 まで琴似 村で あ

り,1943年 か ら琴似町 とな り1955年 札幌市 に合併 され

て現在 は同市西 区の一部 となって いる。

)

)

)

)

)

9
臼

りσ

4

だ0

ρ0

琴 似 村 『新 琴 似 兵 村 史 』1936年,35ペ ー ジ 。

同 上 書,72ペ ー ジ。

同 上書,194ペ ー ジ。

琴 似 町 『琴 似 町 史 』1956年,147ペ ー ジ。

開 拓 期 の ア メ リ カ,た と え ば1700年 代 の バ ー ジニ ア

では一家族 ごとに400haの 土地 を与 える慣行 が確立 して

いた。 また入植 した一社会く共同体)に 対 し4,000haか

ら12,000haま での土地 を,そ の社会の共有財産 と して

与 える とい う規定 が設 け られて いた。 ターナ ー(松 本,

嶋訳)『 アメ リカ史 におけ る辺境』北星堂書店,1973年

(原著1920年),92-98ペ ー ジ。 日本の屯田兵制度 はアメ

リカの開拓 民制度 からも多 くを学ん だよ うである。 し

か し日米両国の開拓民 に与 えられた土地面積 の差 は巨

大であ る。 もちろん,こ こには 日本本土 における農 業

の零細性 が反映 してい る。

7)北 海道 『北海道 屯田兵制度』1913年(1973年 複刻版 ・

北海 学園出版会),203-206ペ ー ジ。

8)『 琴似町史』266-267ペ ー ジ。

9)琴 似 屯田100年 史編 さん委員会 『琴似屯出100年 史』

1974年,120ペ ー ジ。

10)『 琴似町史』224ペー ジ。

11)笹 本義友「屯田兵村公有財産地 の推 移」関秀志編 『北

海道の研究 ・第5巻 』清文堂(大 阪)1983年,443-445ペ

ー ジ。

3.公 有地の売却

1906年 の琴似兵村文書には盤渓の公有財産地である「札

幌郡発寒村字発寒川上流532番 地 土地(569町7反7厘4歩

1合 の内)お よび他の土地」について「右財産地 は管理上

困難 と認め るにつ き別紙予定価格以上 をもって売却す る

こと」 と記 している。 この予定価格は1坪5厘 以上 と屯

田兵給与地の登記地価の半分以下の値 をつ け,備 考 とし

て 「交通不便 の場所 にして地質岩石多 くして地味 も亦肥

沃な らぬ故 に価格 も低か るを至 当と認む」 とある㌔

売却 は急 がれていた ようである。かつての琴似 屯田兵

の一人は 「後備役満期 とな らざる うちに処分 して,兵 村
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の共有金となし,将 来村一般 の財産 とな らざるよ う苦心

して,土 地はで きるだ け早 く処分す ることが兵村側 にと

って有利で あるかのごとき観 念をいだ き,各 委員は土地

の処分 にあせ りつつ あった」2)と語 っている。

しか し,こ のころ盤渓の土地 は売却 されなかった。我

満春吉 の記録 によると1900年 の盤渓居住 の世帯主 は我満

嘉吉,久 保田三郎,池 田洗,和 田長太郎,久 保田二郎,

田川善五郎の6戸 で ある。 しかも1907年 ごろまでは農耕

よりも炭焼が主体で あった。盤渓の土地 を売 りた くても

売れなかった とい うのが実状 であったろ う。

このため盤渓 は兵村廃止後,琴 似村 が管理す る土地 と

なり,そ の一部 は小作地 として貸 し付 けられ る状態 が続

いていた。土地の免税期限は新琴似兵村部分の土地 にっ

いては1913年 であ り,琴 似兵村部分の土地 にっいては,

1923年 であった。琴似村は,旧 琴似兵村部分の土地 の免

税期 限が切 れるのをもって盤渓の土地 のすべて を売却 す

ることを決 めたに ちがいない。盤渓の土地のほ とん どが

1923年 に各個人に売却 された理由は,こ こから理解 され

る。1920年 の盤渓居住 の世帯主は30人 に達 して お・り(う

ち9人 は神社小作人=後 述)31炭 焼 によって樹 木 を失 っ

た土地 は農耕の段階 に入って,土 地売却 の条件が ととの

い始めていた。

「琴似町史」が盤渓 の開拓について記 した個所 には 「大

正11年(1922年)多 年の宿望であった琴似村部有地1000町

歩 が,自 作農創設のため払い下 げとなった。20余 年にわ

たって汗 をそそぎ開拓 してきた耕地であるだけに,耕 作

者は これの買入れの金策 に百方奔走 して,各 自の耕地 を

入手 し自作農 として独立 した」4)とある。

最初 に盤渓 の土地 を得 た人人の名前 と面積 は土地台帳

により知 ることがで きる。列記するの を避 けて表1に す

る%

所有権者の住所が「盤の沢」(盤渓の旧名)と あ る人人 を

盤渓居住者 とすると,そ れは16人 であり1人 当た り最大

42.2haか ら最少2.1haを 所有している。 その合 計 面 積は

263.8haで ある。16人 の うち15人 は1920年 当時の農業者 ま

たは,そ の子供であり,の こる1人,山 田は教員 である

が,自 耕用 に土地 を求めたという%

一方,住 所か ら盤渓以外 の居住 であるとわか る土地購

入者は24人(1会 社 をふ くむ)で ある。購入 面 積 は 合 計

1203.4haで あり,盤 渓居住者の購入 面積の4.6倍 である。

その住所 は札幌 の旧市街地,円 山村,琴 似村,手 稲村 な

ど全部 が現在の札幌 市の中にある。戦前 から盤渓に住 ん

で いる本 間惣吉氏は23人 の個人の うち8人 の職業 を記憶

して いる。それによると松本,中 島の2人 は木材商であ

り,そ の土地 に自生 した樹木 を得 る目的で土地 を買った

の で は な い か と い う。 山口 は 「勤 め人 」で 日曜 ご と に街 か

ら歩 い て盤 渓 に きて農 耕 す る こと を楽 しみ に して いた と

い う。森,内 田 は退 職 者,金 子 は官 司,阿 部 は 車 夫 で あ

った 。 こ の人 た ちは 日頃 か ら盤 渓 の 居住 者 と接触 が あ り,

土地 が売 られ る こ とを聞 い た り,購 入 をすす め られ た り

して土 地 を入 手 した,と 本 間氏 は話 して い る。

所 有権 移 転 の 時期 は大 部 分 が1923年 の,そ れ も5月 に

集 中 して い る けれ ども7;928.4haと い う大 面 積 を購二入 し

た北 海 道 農 林 会 社 の登 記 時期 は翌1924年 の7月 と10月,

1931年 の9月 で あ る。 同 社 の購 入 した土 地 は,川 や道 路

に近 い場 所 には な く,す べ て が国 有 林 と隣 接 す る奥 地 部

分 で あ る。 この こ とは盤 渓 の土 地 が 各個 人 に売 れ て しま

っ た あ とで,何 らか の経 路 に よ り同 社 が残 りの土 地 を購

入 した こ とを示 して い る。

以 上 の経 過 か ら推 測 で きる よ うに,地 価 は安 か った に

表1盤 渓の最初の土地購 入者(名 前 ・㎡)

1.屯 田兵村部分

盤渓居住者

1.鈴 木

2.佐 藤

3。 田 中

4.山 本

5.渡 辺

6.高 橋

7.小 林

8,中 村

9.伊 藤

10.斉 藤

11.加 藤

12.山 田

13.吉 田

14.佐 々 木

15.井k

16,木 村

424405

401,908

367,465

297,252

233,601

169893

142,817

138,297

99,536

85,040

82,454

66,186

42,640

34,578

31,412

21,259

/」、言卜2 ,638,743

盤渓以外の居住者

1.埼 ヒ2毎道 農 木木

2.松 本

3.清 水

4.林

5.山 口

6.長 谷 川

7./J、 月1

8.中 島 他1人

9.山 崎

10.橋 本

11.森

12.池 田

13.石 川

!4.内 田

15.岡 田

16.青 木

17.金 子

18.近 藤

9,284,977

505β78

428512

265464

239,058

206,329

115,246

100,995

93,004

91,681

85,165

79,573

75,087

70,734

65,435

61、580

57,724

47,603

119.阿 部

20.不 口巳ヨ

21.太 田

22.小 島

23.島 田

24.遠 藤

47,252

31.427

12,287

4,780

3,580

386

/j、言十11,968,257

その他の土地 地

琴似村土地

墓 地

農地解放地

小計

47,813

4,958

13,930

65,930

屯田兵村部分合計(A)

H。

1.田 村

2.高 木

3.中 野

4.小 山

5.野 田

6.福 田

7.大 塚

8.岡 本

9.辻

!0.横 山

11.後 藤

12.前 田

]3.藤 井

14.原

15.三 浦

14,672,930㎡

神社地の農地解放部分

神 社 所 有 地

神 社 地 部 分 合 計(B)

2,546,514㎡

盤 渓 の 土 地 総 計(A+B)

17,219,444㎡

(1721.9ha)

94,567

76,205

69,826

63,179

58,633

52β39

48,170

43,361

42,368

35,173

24,557

23,801

19,834

12,683

11,570

ノ」、言十676 ,766

1869748
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ちがい な い。1895年 の服 役 満期 後,琴 似 村 平野 部 の 土地

を売 る こと を契約 した一 屯 田兵 の 文書 に よ ると売 却価 格

は1坪 当 た り1厘6毛 で あった8b1906年 の琴 似 兵 村 文書

は盤 渓 を「1坪5厘 以上 」で 売 る こ とを決 め て い る。本 間

惣 吉 氏 の記 憶 して い る1922年 の 土地 購 入価 格 は6町 で400

円,1坪 当 た り にす る と2銭2厘 で あ る9b

盤 渓 の土 地1721.9haの う ち,琴 似 兵 村,新 琴 似兵 村 の

土 地 で あ っ た1467.2haが 私 有化 され る過 程 をみ た。 先述

した よ うに琴 似兵 村 部 分 の 土地 は 「琴 似 村532番 地 」,新琴

似 兵村 部 分 は「琴 似 村1924番 地 」とい う地 番 がつ け られ て

お り,1923年 の売 却 に よ って 「532番 地 の1」,「1924番 地

の1」 とい うよ うに新 しい地 番 が つ け られ て い った 。 そ

して1963年,川 の北 岸 の一 部 分 か ら順 に201番,261番 な

どと現 在使 用 の地 番 につ け か え られ たの で あ る。 かっ て

の兵 村 の土 地 につ け られ た地 番 は201番 か ら465番 まで で

あ る。

これ か ら盤 渓 の残 りの 土 地 部 分254.6ha,現 在 の地番 に

して466番 か ら508番 まで の土 地 の 私 有化 の過 程 をみ な け

れ ば な らな い。

注1)北 海 道庁行政資料課所蔵 の琴似屯田兵村 文書。

2)『 琴似屯 田100年 史』121ペー ジ。

3)我 満 春吉『盤渓郷 土史』。手書 き資料。ペ ージ記入 な

し。 この一一部は,進 藤ハ ル『幼 き日の思い出』自費出版,

1967年 に収録 されてい る。

4)『 琴似町史』270ペー ジ。

5)以 下,土 地台帳 と土地登 記簿 によって知 るこ とを得

た土地 所有者 にっ いては,そ の プライバ シーを守 るた

め仮 名 を用 いる。仮 名の使用方法は,佐 久 間英 『日本

人の姓』 六芸書房,1972年 の 日本人 の最 多名の1位 か

ら6000位 をかかげてあ る表(158-283ペ ージ)の うち1位

の鈴木か らは じま り以下,順 に用 いるとい うものであ

る。登場 す る企業 については,そ の企業 名 をローマ字

化 し,そ の最初の字 を用 いる。

なお,各 法務局 で管理 して いる土地台帳(1963年 ご

ろまで使用)と 土地登 記簿(そ の後使用)は,不 動産登

記簿 により,必 要 な土地 の地名 と地番 を用紙 に記 して

請 求すれば何人 も土地 台帳 は無料 で,土 地登 記簿は有

料で閲覧で きるこ とを土地問題 の認識深化 のため付 記

してお きた いQ

6)我 満春吉『盤渓郷土史』および盤渓 に現住 の本間惣吉

氏(1910一)に よる。 本間氏は戦前の盤渓 を知る数少な

い健 在者の一人 であ る。以下,本 文 中の氏 名について

敬 称 を略す。

7)盤 渓 に隣接 する札幌 市西区小別沢 の漆崎 一郎 氏は当

時の土地購入契約書 を保存 してい る。 それには1922年

11月 付 けで,売 主 は琴似兵 村部 落財産管理 者 ・琴似村

長 ・清水涼。買主 は札幌郡琴似 村大字琴似村 字小別沢

・漆崎為蔵 となってお り,記 録 にあるとお り兵 村財産

を管理 していた琴似村 が1922年 に盤渓 をふ くむ一帯 の

公有財 産地 を売却 した ことが明 らかであ る。実際 に売

却 したのは1922年 で あり,所 有権 の移転登記 を したの

は翌 年だった ということになる。

8)『 琴似屯 田100年 史』121-122ペ ー ジ。

9)1922年 の白米10kgの 価格 は3円4銭 で,1980年 の そ

れは3,235円 であ り1,064倍 になってい る。 そこで試み

に,1坪2銭2厘 とい う地価 に,こ の1,064を 乗 ず ると

1坪23円40銭,1町 に して70,200円 とい う価格 にな る。

白米 の価格は週刊朝 日編『値段 の明治大正 昭和風俗史』

朝 日新聞社,1981年,115ペ ー ジによる。

4.神 社 小 作 地 の 解 放

この土地(図2のC)は,北 海道の多 くの森林 と同 じく

官林 とされていた。 ところが1871年,こ こから北 に約4

kmの ところ,現 在の札幌市 中央区宮 ケ丘 に札幌神社 が仮

本殿 を建立 した。 それは1899年 には官幣大社 とな り1909

年 には社殿 の新築 を開始 し1913年 に完成 した。 この社殿

の完成 を機会 に1914年1月,神 社周辺 の山岳地帯 の国有

林(官 林)575.2haが 神社用地 に所管 がえされた。この森林

を神社地(飛地境内)と したのは神社運営 の基本財産 とす

るためで あった。明治期から1945年 まで神道は事 実上の

国教 だったので神社の土地 は国有地 であり免税であった。

この森林は札幌 の現在の市街地 に東面 してい る三角 山か

ら盤渓 まで連 なっており,こ の うち254.6haが 現 在の盤

渓地区の中 にある1も

札幌神社は1915年 から,こ の土地 の一部 を農地 として

貸 し出 し運営費の…部 とした。記録 には「大正3年(1914)

に,盤 之沢東北 一帯の官林は全部解除 され,札 幌神社飛

地境内 となる。神社 はこれに管理人 を入 れる。神社地 に

入住せ る入 は薪炭 を切 りてそれを売 り生計 をたて開墾 を

な した り。開墾地 は3か 年無料貸付,あ と反当50銭 の小

作料 をとる」2}とある。1915年 と1916年,盤 渓部分の飛地境

内に入 った小作農は9戸 だった%

1945年,占 領軍は神道 と国家 との分離 を命令 した。 こ

の時,盤 渓 をふ くめた札幌神社所有の飛地 境 内 は619.1

haに なっていた。

敗戦後,農 地解放,法 律名では自作農創設特別措 置法

が実施 され,札 幌神社所有地 を耕作 していた小作農に も,

この法律 が適:用されることになった。

札幌 神社 の 記録 によれば1947年4月 に社 有林の うち

152.4haを 「飛地境内地 内耕作者に大蔵省が払 い下げ る」4}

とある。 占領軍の命令 に当面 した政府 と神社は,事 実上

の国有地だった神社有林内の農地 にっいては 「国 にいっ

たん返 して,さ らに国(大蔵省)か ら払い下 げる」 という

形 をとったのである。
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盤渓で農地解放 をうけた小作農は15人 であり,そ の農

地 面積合計は67.6haで ある。その氏名 と農地面積 を表1

の中に記す。解放 された農地 は466番 から507番 までの地

番 がつ けられた。 その残 りの神社地 は508番 となった。土

地登記簿 には15人 のすべ てにつ いて 「右 自作農特別措 置

法第16条 の規定 により政府売渡,右 登記す る」とあり1957

年2月8日 付 けで各人に保存登記 されている。

農地解放 された土地以外 の森林466.7haは1947年4月,

国有財産に編入 された。 そ して,で きるだ け早 く有償 に

よ り神社の財産 にす ることになった。 記録 によると札幌

神社 は1957年1月30日,こ の森林 を国有地普通財産売買

契約 により購入 している%こ の時の売価は時価の半額1

坪 当た り50円 だったとい う%そ うすると全体 の購入価格

は7,058万 円である。神社は,こ の購入費 を生み出すため

に1958年9月9日,前 年 に買 った森林の うち127.2haを

「農耕者 および宅地 ・採石業者等 に売却」した7も

この127haの 中に,北海道硬業会社が採石 を目的 に個 人

名義で買った三角山 とよばれ る山40haが あった。 この山

は札幌 市街 からよ く見 え,ま たスキー場 として市民に親

しまれていた。1958年,道 は ここに風致保安林指定の予

定告示 を行 った。 しか し,す でに通産局か ら業者 に対 し

採石の認可 が出ていたため,道 は風致 に支障 をきた さな

いこと,許 可申請 を1年 ごとに更新す ることを条件 に作

業開始 を許可せ ざる をえなかった。

三角山が崩壊するのをみた地元住民は1961年 から採石

作業の中止 を要請,1964年 には札幌 スキー連盟,地 元住

民 団 体 が道 と札幌 市 に三 角 山 保 安林 に おけ る採 石 中止 を

陳情 した。難 問 に直 面 した 道 は採 石個 所 を森 林 と して復

旧 す る のは 不 可能 とみ て1965年,保 安 林指 定 を解 除 した 。

この解 除 につ い て地 元 町 内会 か ら異 議 申 し立 て が あ り

聴 問会 が1965年8月 開 かれ た。 聴 問 会 で住 民 は 「私 有 財

産 とい え ど も公共 性 の あ る もの は憲 法 で その 使途 がみ と

め られ てい る。 三 角 山 が一 個 人 に売 り渡 された こと 自体

が誤 っ てい る」 との べ た。 しか し住 民 の異 議 は通 らず 同

年10月,保 安林 指 定 は解 除 された 。1969年,三 角 山の う

ち25haは 札 幌 市 が道 の助 成 を うけ,緑 地 保 全 お・よ び公 園

計画 対 象地 と して1億2,000万 円 で買収 した8b神 社 が 三

角 山 を売 らな けれ ば,さ らには そ こが神 社 有林 と なっ て

い なけ れ ば,こ の 問題 は起 き なか っ た こ とは 明 らかで あ

る。

注1)北 海道神 宮社務所『北海道神宮略誌』1978年,61ペ ー

ジ。

2)我 満春 吉『盤渓郷土史』。

3)同 上 書。

4)『 北 海道神宮略誌』65ページ。

5)土 地登記簿 では1957年6月25日 に大蔵 省が保存登記,

同年7月12日 に札幌神 社 に所有権 が移転 してい る。

6)小 樽住吉神社 の星野宮 司 による。

7)『 北海 道神 宮略誌』65ペー ジ。

8)北 海道山林史戦後編編 集者会議編 『北海 道山林史戦

後編』1983年,1130-1132ペ ー ジ。

表2札 幌神社小作地の分裂状況

地 番 面積㎡ 1957年 の所有者 2番 目 の 所 有 者 3番 目の所有者 分割数

467-468 15298, 高 木 1960.T土 地 開 発 多 数 者 81

469-470 48,170 大 塚 1966,琴 似町農協 多 数 者 110

471 33,242 高 木 1966.S興 業 多 数 者 29

472-473 52,839 福 田 1962.S興 業 多 数 者 181

474 9,401 高 木 保 存 0

475-476 61β51 田 村 かな り保存 多 数 者 57

477 43361, 岡 本 1963.S興 業 多 数 者 50

479-481 18,264 高 木 1963.S興 業 多 数 者 191

482-484 33,216 田 村 1964.T観 光 開 発 多 数 者 69

485-486 35,173 横 山 1961.石 井(女) 1962.S興 業 102

487-488 38,452 野 田 1974.O宅 地 多 数 者 96

489-490 62,097 中 野 1962.石 井(女) 1963.S興 業 101

492 39,497 小 山 1959.桜 井 1976.桜 井(女) 7

493-495 42,368 辻 1960.石 原 多 数 者 25

496-497 23682
, 小 山 1959.桜 井 1972.H観 光 0

498 11,570 三 浦 1959.服 部 1980.H観 光 0

499-500 23,801 前 田 1973.H観 光 多 数 者 7

501 27,910 中 野 1975.中 野(子?) 多 数 者 79

502-503 24557, 後 藤 1968.H観 光 1968.藤 原 他2人 0

504-506 12,683 原 1954.原(子?) 1965.原(女) 0

507 19,634 藤 井 1979.服 部 0
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5.神 社小作地 の分裂

農地 解 放 され た 札幌 神 社 の小 作 地 も三 角 山 と似 た よ う

な運命 を た ど る こ とに な った。

かっ て の小 作地 に は農地 解 放 後,466番 か ら507番 まで

の地 番:がつ け られ た。

この う ち1984年3月 時 点 ま で に466,478,491の 地 番 が

消 失 した。 同 一 人 が地 番 の 連続 す る土地 を もっ て い る場

合,こ の よ うに合併 す る こ とが あ る。 その場 合,合 併 さ

れた 土地 の地 番 は 土地 登 記 簿 か らの ぞか れ る。

した が っ て旧 小 作地 に は38個 の地 番 が あ るこ と に な る。

分 割 され な か った 地番 は表2に み る よ うに474,496-498,

502-507の10地 番 で あ る。の こ りの28地 番 はすべ て分 割 さ

れ た。

た と えば487番 の土 地 が46個 の小 片 に分 割 された場 合は,

も との487番 は487-1と い う地 番 にな り1;以 下 順 に487-2,

487-3…487-46と い う地 番:に な る。 そして46個 の地 番 で と

に土 地 所 有権 の登 記 が 行 わ れ る。

この 土地 の分 割 は 一つ の土 地 の所 有 者 が増 え る場 合 に

行 わ れ る。

各 地 番 の 分割 数 は表2に 示 した よ うに合 計1,185個 であ

る。 つ ま り28個 あ った地 番 が1,185個 に分 割 された。 そ れ

と分 割 さ れ なか っ た地番10個 の 合 計1,195個 が 現 在 の地

番 数 で あ る。 か つ て神社 小 作 地 に38個 あ った地 番 が1,195

個 に,31.4倍 に な っ た こ とに な る。

こ の よ うに神 社 小 作地 の土 地 が分割 された 原 因 は,土

地 登 記簿 に よっ て 明 ら かな よ うに土地 所 有 者 がT土 地 開

発 会社,S興 業 会社,T観 光 開発 会 社,O宅 地 会社,H

観 光会 社 と い う土 地 業 者 に売 却 し,そ れ らの 業 者 が購 入

した土 地 を最 大 で は126個 に も細 分 して 各 人 に売 却 した

た め で あ る。

土地 業 者 が農…民 の土 地 を購 入 した の は1960年9月 のT

土 地 開発 の一一・か所 か らに始 ま り,1962年,1963年 にS興

業 が6か 所 の 土 地 を購 入,非 常 に細 か く分割 して 各 人 に

売 却 した。 この あ と1964年 にT観 光 開発 がr一一か所 か ら購

入 した あ と 中断 し,1968年 か ら1980年 までH観 光 が4か

所,1974年 にO宅 地 が一 か所 を購 入 して い る(表2)。 そ

れ ほ ど広 くは な い農 業地 域 が これ ほ ど多 く細 分化 され て

販 売 され た の は驚 くべ きこ とで あ る。土 地 が売 られ始 め

た1960年 は農 地 解 放 か ら13年 後 で あ る。

分 割 され な か った の は 高木,小 山,三 浦,後 藤,原,

藤 井 の土地 の全 部 また は一 部 にす ぎな い。 この うちで 子

に相 続 して1984年3月 現 在所 有 され て い るの は藤:井だ け

で あ る。

この土 地売 却 の結 果,か つ ての 神 社小 作 地 の農 民 の う

ち盤渓 で1947年 の農 地 解放 時 か ら1984年 現 在 まで農 業 を

継続 して い るの は475番 地 の 田村 た だ一 人 で ある。 辻,

福 田,岡 本 は土 地 を売 却 した ものの,そ の売 却 代 金で 札

幌 近郊 の平 坦地 に農 地 を求 め て農 業 を継 続 して い る。 こ

の4戸 以 外 の11戸 はす べ て 生業 を農 業 以外 に求 め て い る。

か つ ての 神社 小 作 地 が,こ の よ うに細 分 化 して売 却 さ

れ るに いた っ た,も っ と も直接 的 な原 因 は次 の よ うな も

の だ っ た。

盤 渓居住 者 によ る と,神 社 地 の野 田 と高木 は 実 の 兄弟

だ った。 高 木 は婿 に行 った の で あ る。 野 田 の兄 の娘 が石

井 とい う人物 と結 婚 し,3人 は親 類 関 係 とな った。 この

石 井 はT土 地 開発 会 社 とS興 業会 社 と い う二 つ の会 社 を

作 り,1960年9月 か ら高 木 お よび他 の 農 民 の土 地 を次 次

と購 入 し,そ れ を細 分 して販売 したの は 表2に み る とお

りで あ る。 地 番485-486の 横 山 の土 地 と,地 番489-491の

中野 の土 地 の 最初 の購 入 者 の 女性 は石 井 と同 姓 で あ り,

事 実 その土 地 は翌 年 にS興 業 の 手 に渡 って い る。

少 く ともT土 地 開発,S興 業 に 関す るか ぎ り,十 地 業

者 が外 部 か らや って きて土 地 購 入 を求 めた とい うの で は

な く,村 人 自身 の働 きか けで 土地 の細 分 化売 却 が促 進 さ

れ た こ とが うかが わ れ る。

しか し野 田 自身 は1960年 代 に土地 を売 って おらず;1974

年 に な ってO宅 地 に売却 した。 しか し,こ の こ ろは将 来

の再 販 売 を目的 と した土 地 購 入 ブ ー ム は冷 却 して いた の

で あ ろ う。 た と えば 野 田所 有 の地 番487の 土 地8,417㎡ は

46個 に,多 くは1個159㎡ とい う宅地 を擬 制 した にして も

小 さす ぎ る土 地 に分割 して販 売 を試 み た もの の,ほ とん

どは売 れな か っ たの で あ ろ う,46個 の うち30個 は1984年

3月 現 在,O宅 地 の 所 有 とな って い る。

同 様 に して小 山 の 土地 は1954年,小 野 に売 られ,そ こ

か ら1972年H観 光,さ らに1978年N興 業 に売 られ て い る

が細 分 化販 売 され てい ない の は販 売 を停 止 した た めで あ

ろ う。 三 浦 の土 地 につ い て も同 じで あ る。

こ う して1915年 に農 耕 の始 ま った 札幌 神 社 の森 林 の 中

一央部 は,1960年 代 以 降,農 地 と して も森林 と して も全 く

利 用 されず,荒 廃 した ま ま放 置 されるにいたった(写 真1)。

注1)法 務局で は,た とえば地番487-1の うち487を 親 番,

一1を子番 とよんでいる。

6.屯 田兵 村地 の分裂

L述 した神社小作地 の分裂状況 をもっと複雑 にす ると,

かつ ての琴似屯 田兵村,新 琴似兵村公有地 の分裂状況に

なる。 ここでは土地業者 による細分化販売 と,相 続 によ

る細分 とが複合 して存在す る。

琴似,新 琴似 屯田兵村 公有地 は盤渓201番 から465番 ま
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写真1宅 地状に して売却 され た旧神社地の一部

で'計264個 の地 沓 がつ け られ て いる。 この うち1923年 の

売 却 以 後,合 併 によ り消 失 した地 番・は14個 で,現 在 は250

個 の地 番 が あ る。 この25(個 の う ち,分 割 され なか っ た地

番 は126個 で あ り,分 割 され た地 番 は124個 で あ る。

分割 され た124個 の地 番 は最 少 は2個 か ら最大 は369個

まで に分 割 され た。 その分 割 数 の合 計 は1945個 で あ る。

この1945個 と,分 割 され なかった地番126個 の 合 計2071個

が 旧屯 田 兵 村地 部 分 の地 番 数 で ある。25(個 だ っ た地 番 数

が8.3倍 に な った こ と に な る。

分 割 され た地 番 を土地 登 記 簿 に よ って み る と,分 割 さ

れ た理 由 は,土 地 を一帯 と して所 有 して い た所 有 者 が①

他 の個 人 また は企 業 に売 却 し,購 入 者 が 土地 を細 分 化 し

て諸個 人 に売 却 した② 複 数 の子 孫 に分割 して相 続 した③

道 路 や 送電 線 建 設 等 の公 共 工事 のた め 土地 の… 部 分 を分

割 して寄 付 ま たは 売却 した一 の主 に三 つ で あ る。 しか し

② の場 合 は,最 大 で も10個 前後 の 分割 数 に,③ の場 合 は

2個 か3個 の 分割 数 に と どま って お り分 割 数 が10個 以 上

に もな っ たの は,ほ とん どが① の細 分化 売 却 に と もな っ

て 発 生 して い る。 この こ と を具 体 的 に み てみ よ う。

旧 屯 田兵 村地 に お いて,… っ の地 番 が20個 以 上 に分 割

され た地 番は14あ る。 その地 番 は次 の通 りで,カ ッコ内

の数 字が分 割 された数 で ある。201(63),213(71),234(23),

290(52),298(35),343(53),355(315),386(62),417(24),

435(369),444(154),448(162),449(44),450(36)○

まず369個 に も分割 された地 番435の 分 裂 の経 過 を土 地

登 記 簿 に よ りみ よ う(図2参 照,以 下同 じ)。

この 土地 は,か つ て新 琴 似 屯 田兵 村 の 公有 地 で あ り,

1923年5月,盤 渓 に住 む鈴 木 が購二入 した 。表1に あ るよ

うに鈴 木 は 全部 で424,405㎡ の土 地 を購 入 した が,こ れ は

その うちの179,560㎡ で ある。鈴 木 は1943年4月 に,こ れ

を片 山 に売 却 した。 片 山 は これ を1968年6月 に吉 村,L

野,宮 本 の3人 に売却 した 。 そ して同 年6月 に,こ の 土

地 は 横 田,白 石 農 業 協同 組 合(札 醒)の 所 有 にな り,9月

には 札幌 市 白石 に住 む西 川 が購 入 した。 そ れ か ら4年 後

の ユ972年4月 には釧 路 市 のT産 業 会社 の所 有 に な り,こ

こで細 分 さ れて 各個 人 に販売 さ れ るに いた った 。

細 分 され た十地 をア ッ ト ・ラ ン ダム にみ る と地 番435-

20は1972年1月 のT産 業 か ら同 年7月 に武 田(留 辺 蘂 町) ,

1975年4月 ・:M産 業(札 幌 市),同 年6月 に中 川(標 茶 町)

に移 っ た。 また地 番435-30はT産 業か ら1972年5月 にK

漁 業会 社(釧 路 市),同 年9月 に北 村(釧 路 市)に 移転 。 地

番435-40は,K漁 業 まで 前 と同 じ,1972年10月 に大野(釧

路 市)に,と い った工 合 で あ る。

地 番435の 転 売 につ い て盤 渓 居 住 者 は次 の よ うに 話 し

て い る。1968年 に片 山 は上 野 に,こ の土 地 を3300万 円 で

売 る約 束 を した 。 しか し上 野 か ら300万 円 しか 受 け と ら

な かっ た。 その 間 に土 地 は3人 の 罫を渡 り西 川の 所 有 に

な って い た。 片 山 は長 い こ と訴訟 を起 し,結 局1500万 円

か1600万 円 を と り もど した とい う。

次 に,… つ の地 番 が3!5個 に分 割 され た地 番355の 分 裂

の 経過 を同 じ く土 地 登 記 簿 によ っ てみ る と次 の 通 りで あ

る。

この土 地100。995㎡ は1923年5月,琴 似 村 の 中 島 ,竹

内 の所 有 にな っ て い る。 この2入 は1950年2月 に原 田 に,

この土 地 を売 却,原 田 は1972年2月 に,こ れ を松 岡 ,矢

野,S不 動産 の3者 に売 却,さ ら に同 じ年 の10月 にはH

観 光 会 社(旭 川)に 渡 っ た。 この 時 点 でH観 光 が315個 に

分 けて売 っ た とい うの で は な く,比 較 的 広 い 面積 を買 っ

た企 業,個 人 が次次 とそ れ を細 分 して売 っ て い る。地 番

355-1は1972年11月 に村 上,1973年1月 に 再 びH観 光,
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1974年8月 に安藤:,1979年5月 に西村,1981年12月 に関

(別海町)に 所 有 権 が移 っ て い る。 同様 に し て 地 番355-2

は1972年11月 に村上,1973年1月 にH観 光,同 年3月 に

菊 地(北 見 市)と 渡 り,地 番355-3は 村上,H観 光 まで上 と

同 じ,1973年3月 に森 田(留 辺 蘂 町)に 渡 って い る。

次 い で162個 に分 割 され た地 番448を み る。 こ の 土 地

34,578㎡ は佐 々木 が1923年4月 に購 入 した。 しか し同 じ

年 の12月 に内 田 に渡 っ て い る。 そ して1951年10月 に上 田,

1956年1月 に野村 と渡 り,1960年12月17日 に は失述 の旧

神 社小 作 地 にい た野 田 に所 有権 が移 転 され て い る。 そ し

て奇妙 な こ と に同 じ日 に 丁土地 開発 会社 に所 有 権 が再 び

移 され て い る。 こ の会 社 の社 長 は失 述 した と お り,野 田

の 兄 の娘 と結婚 した石 井 で あ っ た。 村 人 は この2人 にっ

いて 多 くの こ と を語 って い る。 しか し,わ れ われ が土 地

登 記簿 をみ て い る だ けで も,真 の購二入 者 はT土 地 開発 で

あ り,野 田 は真 の購 入 者 を表面 に出 さな い ため の仲 介 者

で あ っ た こ とが推 測 で き る。T土 地 開発 は購 入 した土地

を1961年8月 に 田辺 に売却 して い る。 こ の人 物 は旭 川 市

のT観 光 開 発会 社 の 代 表 者 と同 姓 名,同 住 所 で あ る。 そ

の後,こ の 土地 の 一 部 は1962年6月 に,再 び石井 の経営

す るS興 業 に売 ら れ,そ こか ら細 分 して各個 人 に販 売 さ

れ て い る。 販売 され た土地 の面 積 の 多 くは147㎡,161㎡

とい っ た異 常 な小 さ さで あ る。

3番 目 に多 い分 割 数154個 に分 割 され た地 番444に っ い

て も事 情 は 同 じで あ る。1923年5月,渡 辺 が購 入 した土

地 を,地 番488と 同 じよ うに内 田 が1925年2月 に購二入 し,

1951年10月 に上 田,1956年1月 に野 村 と渡 っ た。 そ して,

こ れ も地 番488と 同 じく,1960年12月17日 に野 田,同 じ

日に 丁土地 開発,翌 年8月 に田辺,1962年9月 に再 びS

興 業 が購入 して細 分 売却 した 。44個 に分 割 された地 番449

につ いて も経 過 は全 く同 じで あ る。

は っ き りわ か る よ うに,神 社 小 作 地 にお け る と同 じ企

業 と,同 じ人物 が旧 屯 田兵 村地 の土 地 所 有者 に対 して も

同 じ術 策 で土 地 の細 分 化 販 売 を行 った の だ っ た。

土 地 業 者 に よ って分 割 され な か った 山 林 は,し か し相

続 に よっ て 分割 され るこ とが 多 い。 一所 有者 の生 命 は 限

ら れて い る以 上,こ れ は必 然的 な こ とで あ る。

地 番454に おい て遠 藤 は564,269㎡ とい う広 大 な山 林 を

所 有 して い た。 この土 地 は1924年7月,北 海 道 農 林 会社

が購 入,1929年4月 に遠藤 に売 却 した もの で あ る。 そ し

て遠 藤 は1947年10月,こ の 土地 を13に 分割 して,う ち12

個 の 計404,289㎡ を姓名 か らみ て,そ の親 族 とみ られ る

人 人 に贈 与,の こ る1個 の159,980㎡ は1976年8月 に石

田 と中 山 に相 続 され た。

これ らの13片 の 土地 の うち454-10の 地 番 の 土 地4,687

㎡ は 中 山 に贈 与,と な りの地 番454-11の1,796㎡ は 松 田

に贈 与 され て いた が,二 つ と も農 地 解放 の対 策 と され,

1952年6月 に丸 山 の名 で所 有権 の登 記 が され て い る。 し

か し,こ の土 地 計6,483㎡ は1959年8月,広 瀬 に売 却 さ

れ て い る。 この 広 瀬 は1947年,遠 藤 か ら他 の土 地(地 番

454-6)の 贈 与 を受 け た人 物 で あ り,あ き らか に同族 が 買

い も ど した こ と を示 してい る。

け れ ど も,こ の よ うに分割 して相 続 され た土 地 が同 族

に よ っ て,そ の まま保 有 され て い る例 は きわめ て まれ で

あ る。 ほ と ん どは一 部 が相続 さ れて,の こ りは 売却 され

る か,全 部 が売却 され るかで あ るibこ こ では,き わ め て

多 い前 者 の例 を示 そ う。

地 番201,202,204,205,206の85,165㎡ は 元 役場 職 員

の森 が1923年 に購 入 した土 地 で あ る。 この うち地 番201の

68,912㎡ は,そ の一 部 が1950年8月 か ら売 られ は じめ,

1964年8月 には29に,1973年10月 に は さら に19に 分 割 さ

れ た。1983年12月 には20Hの 地 番 がつ け られた残 りの 土

地 が6人 の 子 供 に相 続 され て い る。 地 番202は1962年8

月 に札幌 市 に寄 付 さ れた。 地 番204は1960年3月,山 下

(札幌)に 売 られ1969年5月 に はKと い う会社(静 岡),1973

年11月 には抵 当権 不履 行 の ためM製 菓 会 社(東 京 都)に 所

有権 が移 っ て い る。 地 番205は4つ に分 割 され,そ の 大部

分 が1983年,森 の 子 供 に相 続 。 地番206は1951年8月,

山下 に売却 され,そ れ が1979年1月,久 保(札 幌)に 売 ら

れ てい る。

この よ うに して 農林 業 の行 われ て い ない 山林 に おい て

は,所 有 者 が ほぼ 必然 的 に増 大 す る。

1984年5月 現 在,盤 渓 の 旧 屯 田兵 村 地部 分 で 農 業 を継

続 して い るの は464番 地 に お け る松村 だ けで あ。464番 地

の土 地 は,か つ て佐 藤 が所 有 して い たが後 年 ,新 井 が購

入,そ こ を松村 の父 が借 りて農 耕 してい た。 しか し戦 後

の農 地 解放 によ り1952年9月,所 有 権 が松 村 の父 に移 っ

た ので あ る。

こ うして1984年5月 現 在,盤 渓 の 全域 に おい て農 業 を

継 続 して い るの は旧神 社小 作 地 にお け る 田村 と,旧 屯 田

兵 村 地 の松 村 の2人 だ け とい うこ とに な る2も

旧神 社 小 作 地 に38個 あっ た地 番 が1,195個 に(31.4倍)

な った,旧 屯田 兵 村地 に250個 あ っ た地 番 が2,071個(8.3

倍)に な った 。 盤渓 全 体 で は288個 あ っ た地 番 が3,266個

に,11.3倍 に な った こ とに な る。

札幌 で は1963年10月 ま で使 われ て い た土地 台 帳 で は盤

渓 の部 分 は2冊 だ っ た。1984年3月 現 在,盤 渓 部 分 の土

地登 記 簿 は73冊 にな っ て い る。 この こ とは土 地 所 有 者の

増 加 を手 に とれ る形 で示 して い る。

も ちろん,3,266個 の 地 番 の所 有 者 が,す べ て異 な った
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所 有 者 で あ るの で は な く,同 一人 が 多数 の地 番 の土 地 を

隣接 して,あ るい は,と び とび に所 有 して い る こ とが 多

い 。 した がっ て盤 渓 の 土地 所 有者 は3,266人 をか な り下

回 る数 で あ るが,1923年 の 屯 田兵 村地 売 却 お よび戦 後 の

神 社 地 解放 の時 の 所 有 者55人 をは るか に上 回 る数 で あ る

こ とは ま ちが いの ない こ とで あ る。

注1)財 産の相続人 には基礎控 除後,そ の財産 の10%(200

万 円以下)か ら75%(5億 円以上)の 相続税 がかけられる。

富 を生 まない山林 を相続財 産の一部 または全部 と して

受 けた人の多 くは,山 林 を売 って相続税の支払 いにあ

てるこ とにな るだ ろ う。

2)松 村 と面談 し,遠 藤一族 か らの土地の農地開放 につ

いても聞 いた。それ によると,松 村 の父の土地 の一部

を公共用 に渡 さざるをえな くな り,そ の代替 として農

業委員会の あっせんで,遠 藤一一族 の土地 の農地 解放 を

受けた。 しか しクマの現れ る山奥 での農耕 は困難 であ

り,し かも農地へ の通行等で妨害 を うけることがあっ

たので,か つ ての所 有者一族 に再 び売却 したとい う。

7.森 林 と山 その ものの壊滅

a.森 林の荒廃

人 が入 植 して い らい盤 渓 の 森林 が守 られ た こ とは ほ と

ん ど な かっ た。

も と も とが炭 焼 の た め に人 が入 った の で あ り,1897年

には 山 火事 が起 きて10haほ どが焼 け てい る。1910年 には

大 山 火事 が 発生 して1か 月 間延 焼 し盤 渓 一 帯 が禿 山 とな

った 。

1918年 に渡辺 が琴 似 村 か ら土 地 を借 りて松 を植 え た の

が盤渓 最初 の植 林 だった。禿山 に森 林 が再 生 しは じめ

た1924年 には山火防止 のため森林防火組 合が創立 されて

いる1も

しか し1960年 代 には じまった日本農林 業の衰退は,林

業 を停止 させたのはも ちろん,農 地す ら山林 に地 目転換

して売却 の対象 としたのである。

土地業者 によって細分割 されて販売 された森林のほと

ん どは著 しく破壊 された(写真2)。 土地 業 者 が 土 地 を

200㎡ か ら100㎡ という小片 に細 分 して販売す るのは,購

入者に土地 を買いやす くするという以上の理由がある。

筆者 が1979年 に調べた例 では,山 林 として売買 される

札幌 市内の林地価格は1㎡ 当た り243円か ら305円 であっ

た。 ところが,山 林が宅地の ように細分 されて販売 され

た場合の価格 は1㎡ 当た り3,000円 か ら22,700円 だった。

つ ま り林地価格 の12倍 か ら74倍で売 られていた。 この販

売価格は近 くの市街化区域の宅地 に くらべ ると20%か ら

60%低 い%山 林の細 分は,こ の大 きな価格差 を,事 情 を

知 らない人の目にか くし,市 街化区域の宅地 よ りは安い

と思わせ るためにどうしても必要 な業者の術策 なのであ

る。

盤渓 の旧神社地 の農地 と旧屯田兵村地 の435,444番 地

は樹木 を伐採 したあと,ブ ル トーザーで表土 をはが し,

土 を階段状 にもり上げて各人に売却 した。 それから20年

近 くたった現 在も,そ こには土砂が露 出 し,と ころどこ

ろに雑草 が生 えているだけである。

こ うした破壊 は1965年 の宅地造成等規制法,1970年 の

都市計画法 によって禁止 された。1965年 の法律は,盤 渓

のよ うな山岳地帯 を宅地造成規制区域 に指定 し,1970年

写真2細 分化された山林
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の法律 は,そ の よ うな とこ ろ を市 街 化 調 整 区域 に指 定 す

る こ と によ っ て宅 地化 を禁 止 して い る。 しか し,こ の 二

つ の法律 の施 行 前 で も,道 路 も水道 も電 線 もな い と ころ

に家 を建 て る こ とは 不可 能 だ った 。 に も かか わ らず,樹

木 を取 りは らい土 を盛 り上 げた の は 山林 を宅 地 ら しく見

せ か け るた めの 策 略 だ っ た%

また購 入 者 の 多 くは,そ の よ うな とこ ろ に家 を建 て る

こと を期 待 した わけ で は な く,あ とに な って売 っ た ら現

在買 った よ りも高 価 に売 れ る に ちが い な い と考 え て購入

したの で あ ろ う。 土地 を買 った 人 の ほ とん どが札 幌 居住

者 では な く,道 内 各地 の人 た ちで あ る。 実 際 に居住 して

い な い,し か も道 内最 大 の都 市 の土 地 で あ るこ とは こ う

した幻 想 を助 長 させ た に ち が い ない㌔

現 在,盤 渓 の 国 有林 と隣 接 す る奥 地 部 分 に樹 木 が残 っ

て お り森林 の姿 をな して い るの は 三菱 鉱 業,遠 藤 一族 な

どの大 面積 所 有 者 が,そ の森 林 を売 らず にい る ため で あ

る。 盤 渓 だ けで409.5haの 森 林 を有 す る三 菱鉱 業(地 番:

303,446そ の他)は 戦 前,鉱 山 用木 材 生 産 の た め に,こ の土

地 を購 入 し林 業 を行 っ て いた 。 しか し戦 後 の石 炭 生 産 の

衰 退 は 当初 の 目的 を失 な わせ,さ らに その後 の国 産 材価

格 低 下 は林 業 を停 止 させ る こ と にな った 。56.4haを もつ

相 川 一族 で は山 林 は単 に所 有 され て い るだ け で,植 樹 な

どの 生 産活 動 は 行 わ れ て い ない 。 前 二 者 に次 ぎ42.6ha

(地 番447)を 所 有 す るモ ラロ ジー研 究 所(千 葉 県)だ け が

1984年 度現 在,札 幌 市 森 林 組 合 に委 託 して植 樹 を行 っ て

い る㌔

北海 道 庁 の 調査 で は札 幌 市 内 の私 有 林12,958haの 所 有

者 は1982年 度 末 で1381人 で あ る。 しか し,こ れは 面積10

アー ル(1,000㎡)以 下 の森 林 の場 合,そ この所 有 者 が非 常

に 多数 で あ って も,そ の うちの1人 を所 有者 と して数 え

て い るた めの 数 で あ り,実 数 とは か けは な れ ている%札

幌 市 内 の私 有 林 の14%を 占め るにす ぎな い盤 渓 で す ら,

3,266個 の地 番 が 存 在 す るの で あ る。

特定1地 域 か らの推 測 によ り,ご くお お ま か に2万 人

か ら3万 人は い る ので は ない か とみ られ て い る札幌 市 内

の私 有 林 所 有者 の うち森 林組 合 の組 合 員 と な って い るの

は1984年3月 現 在 で,わ ず か468人 であ る。札幌 市 が1982

年8月,そ の うち370人 に,そ の所 有 す る2,800haの 森林

につ い て聞 い た結 果 は次 の よ うで あっ た。

過 去5年 間 に,ツ ル切 り,除 間伐 な どの 手 入 れ を行 っ

て い る面積 は490haで,手 入 れ して い ない の が2,310ha。

この結 果,森 林 の 成育 状 況 が優 良 なのが560ha,や や 不良

950ha,悪 い770ha(不 明340ha)。 森 林 経 営 につ いて は,

市 か ら補 助 金 等 が出 れば林 業 地 として持つL470ha(180人),

保 育 は しな いで 財 産 と して持 つ1,040ha(123人),売 却 し

たい270ha(60人),不 明20ha(8人)。

盤 渓 に か ぎ らず都 市 近 郊 の 森 林 は,い まや公 的援 助 な

しに は保 持 し えな いの で あ る。 価値 生 産 が期 待 で きな い

に も か か わ らず 山林 を所有 す る理 由 は,一 般 には先 の調

査 に あ った よ うに,い つ か は購 入時 よ りは,よ り高 く売

却 で きる「資 産 」と な る こと を期 待 して い るか らで あ ろ う。

少 くと も都 市近 郊 の 私 有林 は,そ の よ うな役割 しか持 ち

え な くなっ て い る。

と こ ろで,こ の よ うに単 に資産 と して所 有 され て い る

山 林 には 税 が か け られ て い るの だ ろ うか。

札幌 市 の決 めた1983年1月 以 降 の,盤 渓 の土 地 の 課 税

評 価 額 は1,000㎡ にっ き年 額 が 山林4,580円,原 野5,400

円,雑 種 地5,050円,畑6,800円 で あ る。 こ の単 位 で,評

価 額 が15万 円 以 上 に な る と課税 対 象 とな る。 そ うす る と

山 林 の場 合3.2ha以 上,原 野 とい う地 目で あって も2.7ha

以 上所 有 してい ない と課 税 対象 とは な らな い。 しか も,

この評 価 額 は 盤渓 の平 均 で あ り,道 路 か ら奥 に入 る とも

っ と低 くな る。 で あ る か ら,1単 位100㎡ ,200㎡ とい う

よ うに細 分 され た土 地 を買 った 数 多 くの 人 人 は も ちろ ん,

盤 渓 の大 部 分 の 山林 所 有 者 は,土 地 に対 す る税 も払 っ て

い な い こ と にな る7b樹 木 を保 全 せず税 も負担 しな い山 林

の私 的 所 有 は一 体,い か な る社会 的 意 味 を もつ の だ ろ う

か。

注1)我 満春吉『盤渓郷土史』。

2)紺 谷友昭「分裂 す る私有林一札幌市内 の例 」『北 海道

自然保護協 会会誌』第20号,1981年,63-64ペ ージ。

1984年5月 にも盤渓290番 地 の山林 が売 りに出 されて い

た。価 格は1㎡ 当た り6,000円 か ら17,000円 で あった。

3)1979年 の例 は,山 岳地帯の宅地造成 を禁 じた法律以

降 の,い わゆ る現状 有姿分譲で ある。1960年 代の盤渓

よ うに山林 を「造成」して売 った場合 には,林 地価格 と

販売価格 の差 は さらに大 きかった にちがいない。

4)こ こには,北 海道 であれば札幌 ,日 本 であれば東京

が価値 多いとす る,作 られた中央集権の意識 に対す る

反映がみ られる。注2の 土地 を売 ろ うとす るチ ラシに

は大文字 で「札幌 中央区内です」とある。

5)こ のほ か盤渓 の大面積所有 者は川Lの20 .2ha,北 星

学園の17.7ha,札 幌西 高校同窓 会の15.2haな どであ る,,

後2者 は,か つ て土地 を入手 した個 人が学校 に寄付 し

たのであ る。

6)紺 谷「分裂す る私 有林」65-66ペ ー ジ。

7)実 際,1983年 度 におけ る盤渓の固定資 産税収入は185

万円 にす ぎない。 この税額は畑地,雑 種地 に課せ られ

た分 をふ くんでお り山林に課せ られた分 は全体 の半分

か それ以下 と推定 される。
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b.山 そのものの壊滅

盤渓 もその中にある札幌南西部 山地は火山活動 によ り

生成 した山山の連 なるところである。山山の中核 は,日

本の火山 にい ちばん多い岩石 である安山岩でで きている。

この安山岩 は道路用材や建設用材に もっとも多 く用い ら

れる。

一方,盤 渓 とその とな りの福井(札幌 市西区)へ は1899

年 に,発 寒川支流沿 いに木材搬 出のための馬車道が開か

れ,戦 後 には砂利道 となった。これにより福井の山山は

採石 に適 したもの となり,道 路 に近 い福井の五天 山(標高

303m)で1953年 に一業者が採石 を開始,1958年 か らは二

つの業者 が加わって同 じ山 を削 ることになった。

1972年 には,先 述の砂利道 が改良 され,盤 渓 を通 じて

札幌市 の西部 と東部 を結ぶ幹線道路 にするための工事が

開始 された(1979年10月 に完成)。 こうして盤渓 も安山岩

の採取 に適 したところとなった。

もっとも盤渓では,す でにその前か ら,土 地 として売

れない山 を採石場 にす ることがしば しば試みられた。1958

年からは業者が盤渓 に隣接 する宮の森(札幌市中央 区)の

札幌神社の土地 を買って採石 を始めた'らそこは盤渓 に通

ずる峠の道 のす ぐ近 くで,岩 石 を爆破す る時は人の通行

を止 めなければ ならないほどの危険な場所だった、,

幹線道路の工事が進 むに したがって,道 路に近 い地番

426の 山を採石場にすることが盤渓の土地売買 を仲介する人

物 によって試み られたが,近 くで農業 を行 う田村 らによ

って阻止 された。 また田村 の農地(地 番475)の 背後にある

神社所有の山を採 石場 にす るため田村の土地 に道 を作 る

ことが地元居住 者によって求め られたが,こ れも阻 まれ

た。

結局,盤 渓で採石 が実行 に移 されたのは 地 番267か ら

270ま での発寒川支流 東岸 の山(標高298m)に おいてであ

る。 この近 くには農 業 を営 む人 もお らず,道 路 に直結 し

ているので住民は採 石 を阻止で きなかったのだ。

この土地13,155㎡ は,す べて1923年,小 島の父が購入,

1935年4月 小島 に相続 されたが同年8月 に大島 に売却,

1965年7月 には大島の子 に相続 された。 このあと地 番267

の部分は1972年4月 に盤i渓の近 くの札幌市西野 ・野口が

購二入,地 番268-270の 部分は同 じ1972年4月 に室蘭市 の

E採 石会社 が購入 し,そ こを借 りて野口が同年6月 か ら

採石 を開始 した2bこ うして1972年6月 からは,発 寒川支

流 をは さんで1kmと はなれていない場所で4業 者が2つ

の山 を削ることになった。

しかし道路の整備 は山を採石場 に した と同時 に,都 市

周辺の丘陵地 を宅地 に した。市街化区域 になった福井 の

住 宅 地 と採 石 場 と が接 近 した。 住 民 は 山の 爆破 の際 の振

動,そ れ と とも に発 生 す る粉 じん,ダ ンプ カー が道 路 に

落 とす砕 石 と土 ぼ こ り,一 本 しか ない道 路 を多数 の ダ ン

プ カー と共 用 す る こ とに よ る交 通事 故の 危 険 に さ ら され

る こ とに な った 。 この た め1972年10月 には 福井 の町 内 会

と採 石業 者 団 体 との間 で 公害 防 止協 定 が結 ば れ,福 井 と

盤 渓 の採 石場 は1980年 度 を最 終 目標 に他 の場 所 に移 転 す

るこ と が決 め られ た。 この協 定後,北 海 道庁,札 幌 市 役

所 な どの 指導 官 庁 は採 石 場 を集 中 し,業 者 が一 か所 の 山

で共 同 して採 石 し,そ こ か ら専 用道 路 で ダ ンプ カ ー を国

道 に連 結 す るこ と を指 導 して い た。

と ころ が1977年4月,先 述 の地 番267-270の 採 石場 に

隣 接 した地 番・275と276の 川沿 いの岸地 で住 民 の 反 対 や,

役 所 の指 導 に も かか わ らず採 石 が強 行 され る に いた っ た。

この土 地264,392㎡ は,か つ て琴似 村 の松 本 が所 有 して い

た が,こ の うち275番 地 は1941年 か ら1967年 まで福 島父 子

が所 有,1967年8月 に黒 田 に移 り,1974年4月 にS採 石

工 業会 社 の 社 長 で あ る増 田 が所 有 し3年 後 に採 石 を始 め

た の で あ る。地 番276は1928年 か ら1955年 まで 今井 一 族

が所 有,競 売 に付 され た結 果,1959年 に中 央 信 用組 合 が

代物 弁 済 に よ り入手,1982年5月 に はS採 石 工 業 が購 入

して い る。

つ ま り1977年4月 か らは同 じ場 所 で,5つ の 業者 が3

か所 の 山 を同時 に削 る こ とに なっ た(写 真3)。 そして1980

年 度 まで には移 転 す る とい う公害 防 止協 定 は守 られ る ど

こ ろ か,業 者 間 の意 志 が ま と ま らな い,移 転 適 地 がみ つ

か ら な い とい う理 由 で1985年 度 ま で延 期 され る こ と に な

っ た。

この ほ か盤 渓 で は地 番264の202,588㎡,地 番297の

114,839㎡ が採 石:業・者 によ っ て入 手 され て い る。地 番264

は1972年3月,旭 川 のN砂 利 有限 会 社,地 番297は1979年

3月 に東 京 のC産 業会 社 が購二入 して い る。

盤 渓 の 山 林 は細 分 され て非 常 に 多数 の 人 人 に売 却 され

続 けて ゆ くだ けだ った。 しか し,そ の場 合,木 が切 られ

盛 土 され て も,そ の基 盤 の 山 だ け は保 存 され て いた 。 し

か し,つ い に は山 その もの が 消失 す るに い た っ たの で あ

る。 土地 業 者 が1972年 以 前 この 山 山 を買 わ な か った の は,

急傾 斜 にす ぎて単 なる資 産 保 有 を 目的 と した人 人 にす ら

売 却 は 困難 だ った か らで あろ う。 も と も と農 林 業 を営 な

ま ない 人 人 が,こ う した山 を所 有 す る こ とは意 味 の ない

こ とだ っ た。 よほ ど非 合理 的 な要 因 が働 か な い か ぎ り,

こ うした 山 の土 地 価格 上 昇 を期 待 す る こ とも で きない の

だ った 。 こ れ らの 山 山 が採 石 業者 の 手 に渡 るの は 必 然的

だ った3b

破 砕 した岩 石 が 土木 工 事 や建 築 に必要 だ か ら採 石 は や
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写真3壊 滅 した山

むをえない とす る意見がある。 しか し,こ れは山山をあ

ちこちで無計画的 に消失 させ る根底的 な自然破壊 を合理

化 しない。

なるほど岩石は人間社会 に必要であ り,現 代で もその

代替物 を有効 に生産で きないのは事実である。たとえば

札幌の場 合,1984年1月 現在 で採石場 は20か 所あ り,Lh

山 を散在的に消失 させている。 その山山は硬 質の安山岩

か ら成立 しているため非常な長期間 にわたる浸 食作用 に

耐 え,現 在の山岳地帯の中核 となっているところである。

ここを採掘すれば,浸 食作用は急激 に促進 され,樹 木 を

残 さないのは もちろん,土 砂 が水とともに流出 して平野

部での人間生活に障害 を与 えることは明 らかで ある。

札幌 の採石場20か 所で1983年 度認可された採取量:は243

万㎡である。 これ らの採石場 の…つで明治年間 から採石

の行われている硬 石山(札幌 市南区)の 安山岩埋蔵 量は3

億5千 万㎡で あると推定 されている。そうすると今後144

年間,札 幌市内全部の安山岩採取 を硬石山一か所で行 う

ことがで きる,,

採石場 を集中すれば輸送費用がか さむとか,採 石 して

もそのあ と緑化すれば被害 が少 ない とかい う説 が官公庁

担 当者の間にもなされている。 なるほど道や札幌市では

採石後の緑化 を義務づけ,そ のための費用 を各企業 に積

み立て させている。1978年 以前 には1㎡当た り800円だっ

た砕石価格が1983年 には1,500円 になっているのは緑化費

用が加算 されていることにもよる。 しか し,こ の費用は,

集約 された採石場で採 石することによる損失費用を上回

るのでは ないだろ うか。集約 された採石場 が合理的 に管

理 されれば,採 石終 了後そこを平地ない し貯 水池 などと

して社 会 的 に有効 に使 用 で き る。

あ ち こちで 無 計画 的 に消 失 させ られた 山 山 を復 元 す る

こ と な どで きるは ず が な いの で あ る㌔

自然破 壊 を最 少 限 に とどめ る合理 的 な採 石 がで きな い

の は,生 産 の無 政 府性 が こ こで も放 置 され た姿 で現 れ て

い る か らで あ り,そ れ を助 け て い るの は山 林 の私 的 所 有

で あ る とい うほ か ない っ

注1)三 角山で同様 に採 石が行 われたこ とは,す でにのべ

た。

2)野 口はこの土地 を1981年9月 に同 人が社長のO採 石

工業会社 に売却 す る形 をと り,さ らに1983年4月 には

S採 石会社 に売 却 した、、後 者の会社は,本 文中の室蘭

市のE採 石会 社が商 号,住 所 を変 えた ものであ る。 そ

して現 在はO採 石がS採 石 からk地 を借 りて採石す る

形 になってい る。 しか しO採 石の 社長は現在,野 日で

はな く地 番264の 所有 者であるN砂 利会社社 長 と同 ・

人であ る、

3)山 を採 石によって削 りつ くしたあ とを平地 に し,そ

こを宅地 として売 ること を'夢みて山 を採石 業者 に貸す

上地所 有者 もいる。 三角 山 を貸 した 入も,新 聞 による

と,そ うで あった。

4)札 幌 市の採石場指導 要綱に よると,復 元の内容 は,

採 石跡地 に植樹 すること,採 石 によって新 しくで きた

陵線が他の山 の陵線 と自然 に連続 す ること,採 石跡地

とその周囲の樹林地 との境 界線 が不 自然 にな らないよ

うにす ること一がi三なものであ る。
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皿. 知床 半島 ・岩尾 別の実例

1.戦 前の開拓

知 床 半 島 は,そ の北 方 に あ る千 島 列 島 と同 じ新 生 代 に

海 中 か ら隆起 し北 海道 と陸 続 きに な った 。 この よ うな成

り立 ち か ら,知 床 半島 の地 形 は羅 臼岳,硫 黄 山の 火 山脈

を背 骨 と して.3激 に海 に落 ち こむ形 に な って い る。 しか

し半島 の 中央 部北側 は溶 岩 の 流 れ が ゆ るや か だ った の で,

標 高200mか ら100mの 台地 に な っ て い る。

調 査 の 対 象 とす る斜 里 町 岩 尾 別 の 開拓 地 約1,000haは,

この台 地 の もっ と も広 い部 分 を占 め る地 域 の 名称 で あ る

=図31=。 ここの 森 林帯 が… 見,平 坦 にみ えた た めだ ろ

う,斜 里 平 野 か らの道 ら しい道 は な か った に もか か わ ら

ず,す で に1914年 には海..Lか ら岩尾 別 に近 づ き開拓 が試

み られ た。

記録 に よ る と,最 初 に岩 尾 別 の 森林 に入 った の は7戸

で あ り,1918年 には60戸 に な って い た。 しか し岩 尾 別 は,

は じめ か ら苦難 の地 だ っ た。 地 表 の す ぐ近 く に溶 岩 が あ

るた め井 戸 が掘 れず,川 か ら水 を背 負 っ て運 ば な け れば

な らな か った 。医 者 が い な い ため病 人 や死 人 が出 る と 夏

は 舟 で,冬 は ソ リで約30kmの 道 を斜 里 市街 まで 行 か な け

れば な らな か った。

こん な 不便 な生活 に加 え,1919年 か らバ ッタが 大 発生

し,す べ て の農 作物 は 食い つ く されて し まっ た。収 穫 も

な く金 も使 いは た した人 々は,バ ッタ とフ キ を塩 で煮 て

食べ た とい う。 そ して1922年 まで に30戸 が,の こ りの30

戸 も1925年 ま で に岩 尾 別 を去 っ た。 北 海 道庁 は,バ ッ タ

駆 除 の た め,バ ッ タの卵 を土 中 か ら掘 り出 させ,こ れ を

1升5円 で買 い.Lげ て いた 。岩 尾 別 を去 る人 々が旅 費 に

したの は,こ の 金 で あ った 。 入 手 した土地 は50戸 が放 棄

し,6戸 が担 保 に入 れ,4戸 が売 却 した 。売 払 代 金 は1

戸 分120円 だ っ た2。

最初 の 開拓 者 た ちは,ど の よ うに して 岩尾 別 の 土地 を

手 に入 れ たの だろ うか。

北 海道 の土 地 に関 して,は じめ て信 用 すべ き数 字 の現

れた1880年,北 海道 の 官 有 地 は20,303町 歩,私 有 地 は

23,858町 歩 にす ぎず,あ とは すべ て官 林 と称 さ れて い た。

この 官林 の面 積 は1887年6,742,658町 歩 で,こ の うちか ら

農 業や牧 畜の適 地 と して 申請 の あ る土地 を国 有 未 開地 と

して 払 いFげ て い っ た。 この払 い 下 げの 方法 を決 め た の

が1897年 施 行 の北 海 道 国 有未 開地 処 分 法 で,開 墾 に供 す

る土地 を1人 につ き500町 歩 まで無 償 で 払 い下 げ る,会 社

や組 合 には そ の倍 を払 い 下 げ る とい うもの で あ った 。 こ

の法 律 は,地 価上 昇後 の土 地 転 売 を目的 と した払 い下 げ

申請 を続 出 させ 当時 か ら悪評 高 かっ た。

1908年 改 正施 行 され た 国 有未 開地 処 分 法 は,こ の弊 害

をな く し,自 作 農 を育 成 す る こ と を一 つ の 目的 と してい

た 。つ ま り 自 ら耕 作 しよ うとす る者 に対 して は特 別 区域

を指 定 し,最 高10町 歩 の未 開地 を無償 で貸 し付 け,5年

以 内 に耕 地 の10分 の8を 開 墾 した者 に は無 償 付与 した。

!914年 に始 ま った 岩尾 別 の 開拓 は この法 律:に よっ た も の

で あ る こ とは 明 らか で あ り,そ この 台地 が国 有未 開地 に

指 定 され たの は,そ の 年 か,そ の直 前 に ちがい ない。

北 海 道 の 人口 は19!2年 当 時 で,現 在 の3分 の1以 下,

173万 人 にす ぎなか った の に,ど うして知 床 半 島 の ま ん中

に開拓 者 が入 ら なけ れ ば な らな か った の だ ろ うか。

1886年 設置 され た北 海 道 庁 は,た だ ちに農 耕適 地 の選

図3知 床半島 ・岩尾別地形図
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定事業をは じめた。そ して1887年 から3組,1888年 か ら

は12組 の調査隊 を編成 して農耕 に向 く原野の調査 を行っ

た。知床半島のある北見,釧 路,根 室地方の調査 は1889

年に行 われてお り,現 在の斜里町内では斜里 原野,止 別

原野,藻 琴原野 計8,479haが 調べ られた。ここの,北 海道

国有未開地処分法 によ る土地払い下 げは1898年 から行わ

れた3b

岩尾 別に開拓者が入 った1914年 には,こ れらの平野部

の払い下 げはすで に終 ってお』り,土 地の所有権は確 立 し

ていたにちがい ない。 このため,交 通は不便で あっても,

平坦にみ える岩尾 別が,そ の後 の開拓 者たちに割 り当て

られたので ある。

1896年,北 海道庁 が作 った 「殖民地 として選定すべ き土

地 の標準」は①農耕 に適 する土地②地積50万 坪(165ha)以

.Lの 土地③傾斜20度 以下の土地④海面上200m以 下の土地,

とい うものであ り,!919年 の「殖民地選定心得」は「気候 が

農耕 に適 し,傾 斜20度 以下 で,土 が地表下5寸(15cm)以

上 あり,か つ交通便利なところ」というものであった ㌔

岩尾別に入 った農民が1925年 にはすべて離散 した にも

かかわらず,こ こを農耕不適地 として国有林 に編入す る

よ うな処置 はとられなかった。このため1938年 には再 び

農民の入 植があった。こんどは北海道東部 の訓子府町 か

らの団体入植者 だった。1939年 には、子供 たちのために

学校 が作 られ、児童数は19人 だ った とい う5)。

注1)

2)

3)

4)

5)

斜 里 町 が 行 っ て い る「知 床100㎡ 運 動 」の登 録証 書 か ら。

斜 里 町 『斜 里 町 史 』1955年,351-356ペ ー ジ。

同 一上書,304-306ペ ー ジ。

北 海 道 『北 海 道 山 林 史 』上 巻,1953年,211-215ペ ー ジ。

『斜 里 町 史』581-582ペ ー ジ 。

2.戦 後開拓 の開始

太平 洋 戦 争敗 戦 直 前 の1945年5月,政 府 は 「北 海道疎開者

戦 力 化実 施 要綱 」を作 成 した 。本 州 都 市 部 の戦 災 者 を北 海

道 に入 れ,戦 災者 の救 済 を図 る と と も に,低 下 して い た

北 海道 の農 業 生産 をh昇 させ る と い うの で あ る'』この 計

画 に よ り1945年7月 か ら8月 ま で に神 奈 川,愛 知,大 阪

な どか ら9回 に わ た り1,800戸,8,900人 が入 植 した。8

月以 降,こ の 計画 は戦 後 開拓 事 業 に ひ きつ が れた 。

斜 里町 に も入植 者 がや っ て きた。 斜 一里町 史 は,戦 後 開

拓 の は じま りを苦 々 しい調 子 で,次 の よ うに書 いて い る。

「何 十年 か か って農 村 を築 き上 げ た農 民 さへ ,そ の経 営

に困 難 を来 して い ると き,全 くの経 験 の ない然 も あ らゆ

る資 料 が窮 乏 して い る と き,こ れ まで の 農 業者 も又利 権

あ さ りの 人 々 さへ 手 をつ け て い な い土地 に,人 を移住 さ

せ る とい うこ とは無 諜 極 ま る もの で あ った 。然 し北 海道

へ 行 け ば蜜 と乳 の流 れ る国 が あ る とい う宣伝 は,大 豆 よ

り配 給 され てい なか った 戦 災者 に は夢 の よ うな話 で あ っ

た 。 各地 で募 集 され た帰 農 者達 は焼 け残 っ た荷 物 と家族

をま とめ て,不 安 と希望 と をも っ て北 海道 へ 特 別 列 車 で

移送 され,泥 炭地 や 火 山灰 地 に入 植 させ られた 。 この 余

波 は本 町 に も波 及 し終 戦 に な った20年 の9月13日 に横 浜

の戦 災 者15戸82名 が乗 り込 んで 来 た 。次 い で10月18日 に

大 阪 市 の43人320名 が斜里 駅 に着 いた 」2b

斜里 町 に お け る開拓 計画 は 次 の 三 つ で あ った 。

① 平野 部 の トー ツ ル沼 周 辺 の 草地 を干 拓 して地 元 農 家 二,

三 男 の入 植 者 を確 保 す る。

② 斜 里 岳 ふ も との 国有 林,民 有林 を開放 して地 元 農 家 二,

三男 を入 れ る。

③ 町 外 か らの 入植 者 には,知 床 半島 岩 尾 別 の原 野 を割 り

当 て開 拓 にふ た た び挑 戦 させ る。

岩 尾 別 の 開拓 は,国 の補 助 を受 けて 行 う計画 と な り,

1949年 に建 設 が 開始 され た。 開拓 予 定 面積 は1,106町 歩。

ここ に敗 戦 前 後 に入 った農 家 をふ くめ1954年 度 まで に合

計100戸 を入 れ る。これ らの入 植 者 の 生 活 と農 耕 の た め,

水道9.1km,農 道5.9km,ウ トロ漁 港 と岩 尾 別 を結 ぶ 開 拓

道 路9.7kmを1954年 度 まで完 成 させ る とい うの で あ る3b

注1)太 平洋戦争 に突入 してか ら北海道 の農村地帯 か ら応

召者が 多く出 て労働 力不足 となり,田 畑 であ りなが ら

作 付けので きない耕地 が1944年 で16万haに 達 した とい

う。 この計画の提案者 であ る代議士黒沢酉蔵 は,そ の

不作付地 に都市部の戦 災者 を援農 とい うかた ちで導 入

したい と考 えていたよ うであ る。 こうした地元有 力議

員の働 きかけに,戦 災者の処置 に頭 を痛 めて いた政府

がとびつ き,既 存農家 の援 農 とい う方針 を,い つ の間

にか新規 入植 とい う方針 に切 りか え実施 したの だった。

野添憲 治『開拓農 民の記録』日本放 送出版協 会,1976年,

107ペ ー ジ。

2)『 斜 里町史』371-372ペ ー ジ。

3)同 上書,926-927ペ ー ジ。

3.岩 尾 別の開拓

開拓のための土地取得は,1946年 か らは自作創設特別

措置法,1952年 からは農地法 によって行 われた。 いず れ

の法律によっても,開 拓地 が民有地 であれば国がそれを

買収 して開拓者 に売 り渡す,国 有地 であれば農林省 に所

管がえ して売 り渡すのである。岩尾別は,か つ ては内務

省所管 の国有未開地 であった。政府 から土地売 り渡 し書

が交付 された時点で,土 地の所有権はその農民の もの と

なる。

開拓農民への土地売 り渡 しは各市町村農業委員会 が,

政府の代行者である都道府県 に進達 することになってお
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り,岩 尾 別 の 進達 書 も現 在,北 海 道 庁 農地 開 発 部 に 保管

され て い る。 土地 の売 り渡 し を うけ ない 開拓 者 や,は じ

め か ら小 作 で あ る開拓 者 は あ りえ ない 。 そ こで,こ れ か

ら,こ の 売 り渡 しの 記録 によ っ て開拓 農 民 の 土地 所 有 の

起源 と移 動 をみ るこ と に しよ う。

表3に ま とめ た よ うに,岩 尾 別 の 最初 の 土地 売 り渡 し

は1952年3月1日 に行 われ た。書類 に は「1950年 度 に お い

て 全地 計 画 変更 。 本 年,再 分割 し今 回売 渡 す」とあ り,

1952年 以 前 の 入植 者 につ い て も,こ の 年 あ らた め て配 分

が行 われ た こと を示 して い る。

開拓 地 と して編 人 され た総 面 積 は1,063haで あ る。この

うち27戸 に対 し計178.36haが 売 り渡 され た。売 ら れた 土

地 の 地 目は,大 部 分 が「原 野(畑)」 とあ り,内 藤,星 野,

坂 本,高 野,浅 野,高 田,宮 崎,市 川,秋 山 につ いて は

「畑 」をふ くん で い る。法 律 で は,売 り渡 し後5年 で検 査

して,そ の土 地 が 農耕 されて い れば 土地 の売 買 権 が そ の

農 民 の もの に な る。「畑 」をふ くんでい る9人 は 検査 まで の

年 数 が1年 な い し3年 で あ るか ら,お そ ら く1952年 以 前

か ら自 分 の もの とみ な して い た畑 を耕 して いた の だ ろ う。

この畑 以 外 の地 目 がす べ て の 原野 で あ るの は1914年 以 来

の 入植 者 が森 林 を伐 採 した跡 の土 地 だ か らに ちが い な い。

1戸 当た りの売 り渡 し面積 は5.5haか ら7 .6haで あ る。

売 り渡 し価 格 は,た と え ば 内 藤 で は 畑5.5haに つ い て

1,417円14銭,原 野1.7haに つ い て111円20銭 で あ る。 原

野 だ け6.Qhaを 買 っ た吉 川Lの 対価 は329円56銭,1 ,000㎡

当 た りにす る と5円40銭 で あ った 。

1952年 には,以.Lの27戸 の ほ か斜 里.町 に 対 し303haが

売 り渡 され た 。 この 土地 は,開 拓 民 共同 利 用 の薪 炭 備 林,

放 牧 地,土 砂防 止 林,防 風 林 にす る もの で あっ た。

1952年 の あ と,開 拓 者 に対 す る土地 の売 り渡 しは,1954

年11月 に12戸 に 対 し83.01ha,1955年11月 に!0戸 に 対 し

68.55ha,1956年10月 に2戸 に対 し14 .84ha,そ れ ぞ れ行 わ

れて い る。 結 局,岩 尾 別 には4回 に わた り51戸 が入植 し,

売 り渡 しを うけ た土 地 の 合 計 は344.76haだ った こ とに な

る,「

当初 の 計画 では1954年 度 まで に100戸 を入 れ,町 有地 を

の ぞ く,す べ ての 土地 を開 拓 す る とい うの だ った。 しか

し実 際 には1956年 度 ま で に51戸 しか入 植 せ ず ,売 り渡 し

予 定地 も300ha以 上 の こ って い た こ と に な る。

この51戸 が岩尾 別 で一一.済に農 耕 して いた こ と が あっ た

ろ うか。

1963年10月 には,す で に 入植 してい る農民 に対 して増

地,つ ま り土地 の追 加 売 り渡 しが行 われ て い る。 表3に

み るよ うに,こ の時,増 地 を受 けた の は27戸 で あ り,合

計面 積 は130.61haで あ る。地 目は,小 泉 の 農地1か 所 を

の ぞ い ては すべ て原 野 で,用 途 は 農地 と採 草 放 牧地 で あ

る。売 り渡 し価 格 は,た と えば 山 内 で は,採 草放 牧 地 の

た めの 原野2.2ha,農 地 の た め の 原野3.7haで33 ,932円50

銭 だ った 。

の こ る24戸 は なぜ増 地 しなか っ た の か。

入 植 当時 の様 子 を現 存 の 開拓 者 か ら きい て み よ う。

1910年 代 と同 じよ うに,は じめ は水 も な く農 家 の 妻 は

午 前2時 に起 きて沼 か ら水 を くん で こ なけ れ ば な らな か

った。 商 店 の あ る ウ トロ漁 港 ま で行 くの に崖 の 道 を2時

間 半 か ら3時 間 か けて 歩 か な け れば な らな か った 。農 地

は掘 る ほ ど に石 が出 て,収 穫 物 は 自分 た ちで 食べ るの に

や っ とだ っ た。 開 拓 者 が 手 にす る金 は,開 拓補 助 金 と冬

の間 の 土 木作 業 によ るもの だ った 。故 郷 に帰 りた くて も

帰 る先 が な く,旅 費 も な いの が 実情 だ った(飯 田 ,田 島氏

に よ る)。

24戸 の お そ ら く全部 は1963年 ま で に離 農 したの で あ る。

土地 の売 り渡 し価格 が当 時 と して も非 常 に 安 いの に,こ

れ を購 入 し ない で,不 毛 とわ か った 土地 を耕 や し続 け て

い る農 民 は い な いだ ろ う。1952年 以 前 か らの農 家 には世

帯 主 の 高齢 化 や死 亡 によ る 問題 も生 じた だ ろ う。進 達 書

には,原 野5.5haを 申 請 した内 藤(女)の 部 分 に十字 線 が引

かれ 「支 庁 よ り事 務連 絡 に よ り除 外」と あ る。

雑 こ く,野 菜 栽 培地 の拡 大 が断 念 され た岩 尾 別 で は,

肉牛 の飼 育 が 奨励 さ れ るこ とに な った2。増地 者 の う ち24

戸 が採 草放 牧地 と して 増地 を受 けて い るの は その た め で

あ る。

2回 目 の増 地 は1968年10月 に行 わ れた 。 この 時,増 地

を うけ たの は 表3に み る よ うに1963年 の増 地 者27戸 の う

ちの8戸 で あ り,増 地 合 計 面積 は88.37haで あ る。 増 地

され た地 目は,す べ て山 林 とな って い る。 用途 は農 地 と

採 草 地 で あ る。 す で に手 が 入 れ られ た農 地 は 農耕 不適 で

あ る こ とが判 明 した た め,新 規 に山林 が開 拓 され る こ と

に な った の だ ろ う。 土地 の購 入 価 格 は,た とえ ば荒 井 で

は10.2haに 対 し44,982円52銭 で あ る。

この時 の売 り渡 し書 に は,離 農 した 開拓 者 の土 地 を国

が買 い もど し,そ れ を再度 売 り渡 した こ とが 記 され て い

る。

荒 井 が増 地 を受 け た土地 は 関 日の 土地 を1963年11月 に

買 い も ど した もの で あ り,田 口 が増地 を受 けた 土地2区

画 の うち1区 画 は岡 村 の 土地 を1965年3月 に買 い も ど し

た の で あっ た。 また 松井 が1952年 に売 り渡 しを うけた 土

地 は1960年2月 に買 い も ど され,そ の う ち2.8haは 田島 に,

8.5haは 大 沢 に再 度売 り渡 され て い る。 同 様 に して,杉

本,古 川,高 野,柴 田,平 井 の土 地 が買 い も ど され再 配

分 され た。
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表3岩 尾別開拓農民の土地所有

①
1952年 の売渡者

②
1963年 の増地者

③
1968年 の増地者

④
1970年 の増地者

川

山

野

田

井

田

本

野

地

野

崎

屋

田

崎

田

野

田

池

田

川

田

松

藤

中

沢

野

井

市

秋

平

藤

酒

村

坂

星

菊

高

岩

土

飯

宮

高

浅

安

小

柴

吉

宮

小

内

山

大

水

松

53,708㎡

73.923㎡

63.636㎡ 一 → 平 野39,752㎡

70.155㎡

70.155㎡ 一一ひ酒 井40,985㎡

63,884㎡ 一→ 村 田38,006㎡

67,659㎡ 一→ 坂 本29,917㎡

63,057㎡ 一→ 星 野27,190㎡ 一→ 星.野119,200㎡

60,743㎡ 一一 菊 地78,512㎡

69.748㎡

64,793㎡

65,490㎡ 一→ 土 屋52,314㎡

63,398㎡ 一 → 飯 田31,652㎡ 一一 飯 田194,750㎡

66,147㎡

64.022㎡

63,470㎡

67,768㎡

68,842㎡

60,631㎡

60,750㎡ 一 吉 川(女)50,661㎡

76,471㎡

76,796㎡ 一一→ 小 松33,057㎡

72,786㎡

71,973㎡ 一 → 山 中38,429㎡

55,990㎡ 一 → 大 沢58,264㎡ 一 → 大沢85,535㎡

72,175㎡ 一 → 水 野44,502㎡

55,438㎡

1954年 の売渡者

内

山

泉

下

原

田

宅

島

井

口

橋

川

山

杉

小

木

栗

沢

三

田

荒

田

大

早

71,622㎡ 一一→ 山 内

67,107㎡

73,222㎡ 一 小 泉

67,438㎡

71,669㎡

80,107㎡ 一 → 沢 田

65,877㎡ 一→ 三 宅

74,330㎡ 一→ 田 島

64,158㎡ 一 → 荒 井

64,000㎡ 一一→ 田 口

65,600㎡ 一 → 大橋

65,041㎡ 一 → 早 川

60,743㎡

60,826㎡ 一一一レ小 泉106,280㎡

39,256㎡

68,181㎡

43,388㎡ 一→ 田 島83,717㎡ 一一→ 田 島123,387㎡

62,479㎡ 一 → 荒 井102,022㎡

76,363㎡ 一 → 田 口73,139㎡

72,892㎡

34,876㎡

1955年 の売渡者

田

細

川

田

本

田

下

野

沢

井

豊

匁

古

本

杉

岩

松

河

宮

平

69,748㎡ 一一 豊 田

64,779㎡

65,454㎡

69,084㎡ 一→ 本 田

58,955㎡

65,550㎡ 一 → 岩 田

82,932㎡ 一→ 松 下

73,758㎡ 一一う河 野

66,033㎡

69,255㎡

58,644㎡ 一一→ 豊 田119,100㎡

21,322㎡

48,760㎡

48,181㎡

47,024㎡

1956年 の売渡者

岡 村70,820㎡

関 口77,620㎡

計51戸3,447,767㎡ 計27戸1,306,176㎡ 計8戸883,743㎡ 計1戸123,387㎡
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最 後 の 増地 は1970年10月 に行 わ れ た。 この時 増 地 を う

けた の は 田島1戸 で あ っ た。そ の増 地 面積 は12.33haで あ

り,対 価 は45,486円60銭 で あ る。 買 い うけ た土 地4区 画

の うち1区 画 は,久 保 田 が1955年 に売 り渡 し を うけた も

の だ った 。

土地 売 り渡 しの経 過 をま とめ る と次 の よ うにな る。195ρ

年 まで に岩 尾 別 に入植 した の は51戸 だ った。 この う ち農

業 を続 け1963年 に増 地 した の は27戸 で あ り,1968年 には

それ が8戸 に な り,1970年 には1戸 に なっ た。 この 開拓

地 の滅 亡 は これ ほ ど急 激 で,す さま じい ものだ った。

注1)1963年 まで使 われ ていた土地台帳 には,岩 尾別 の開

拓 者の所 有権 の登記は ほとんどない。ただ,こ の吉 川

につ いては台帳 に「イワウベ ッ原野101番 。内務省保存 。

大正13年(1924)12月22日,吉 川」とい う記載 があ る。こ

この 人は父の代か ら木 こりを していた とい う。戦後 に

は土地 の売 り渡 しをうけ農業 をは じめたのだろ う。 ま

た,菊 地 とい う人は1938年,訓 子府町 か ら岩 尾別 に団

体入植 した人 々の団体長 である(『斜里町 史』582ページ)。

1952年 の土地購 入者は,こ の よ うな人々 と,道 外 から

の入植 者とか ら成 り立 っていた。

2)斜 里町『知床で夢 を』1982年,37ペ ー ジ。

4.開 拓地 の分裂

岩尾別 で牧畜 を試み るべ く27戸が増地 した翌 年の1964

年,知 床半島一一一帯 が国立公園に指定 された。岩 尾別は国

立公国 にとりかこまれた,わ ずかの私有地 となった。 こ

のころ日本全土で異常 な土地 ブームが起 こっていた。岩

尾 別にも土地 業者 が買いつけに訪れた。現在,斜 里町 に

住 む開拓者のすべては土地 業者 の働 きかけがあった と話

して いる。

農民の土地売却 による乱 開発 をおそれた斜里町は土地

を業者 に売 らないように指導 した。

一一方
,斜 里町 は1966年,岩 尾 別にいた24戸1〕のために斜

里市街 に住宅 団地 を作 り,春 から秋 までは開拓地 で働 き,

冬 は市街地 に住 むことにさせた。

冬季問の市街地移住 と,そ れ になによ りも岩尾別の土

地 を売れ るよ うになったことは土地 代金 を資金 としての離

農 を促進 した。農地法 では,農 地 を売 る場合は都道府県

の許可 をえなければならない。 しか し開拓の進 まなかっ

た岩尾 別の土地 の大部分は原野,山 林であ り農地法の規

制 をうけず に売ることがで きた。

このよ うにして1966年 に24戸 だった農民は次 々と離農

し,1970年 には田島,荒 井,大 沢,飯 田の4戸 になり,

1975年 には牛飼い をしなが ら最後 まで残っていた田島夫

妻 も岩尾別 を去 った。1914年 か ら何度 も試み られた不毛

の地の開拓 は終 った。

離 農 後,斜 里 町 の すす め で 土地 を売 らず にい た人 人 は

町 に開拓 跡 地 の 買 い上 げ を強 く要 望 す る にい た っ た。斜

里 町 は 国 に対 し,国 立 公 園 内 の土 地 で あ り,し か も国 が

売 り渡 した土 地 で あ る か ら国 が 買 い上 げ るべ きだ と再 三,

要 請 した。 しか し環 境 庁 は,岩 尾 別 は国 立 公園 内 の 第3

種 特 別地 域 なの で 買 い上 げ の 対 象 に な ら ない と して拒 否

した 。

この難 問 に直 面 した 斜里 町 は1977年,イ ギ リスの ナ シ

ョナ ル ・トラ ス ト運 動 に学 ん で全 国 民 の寄 金 に よ る土 地

買 い と り運 動 を開始,1978年 か ら開 拓跡 地 の 買 い と りを

は じめ た 。

1978年2月,土 地 買 い と り運 動 の 第1段 階 と して町 に,

その土 地 の 全 部 ま たは 一部 を売 却 した の は飯 田,木 下,

本 田,酒 井,坂 本,田 口,大 橋,田 島 の8人 で あ り,土

地 面積 合 計 は119.7haで あ る。

表3に み るよ うに,こ の8人 の うちの 田島,田 口,飯

田 の3人 は1963年 お よび1968年 の 増地 者 で あ る。 また 酒

井,大 橋,坂 本,本 田 の4人 は1963年 の増 地 者 の 中 にみ

い だす 。 あ との1人,木 下 は1954年 の増 地 者 の 中 にみ い

だす 。 木 下 は1954年 の売 り渡 し以 降,そ の土 地 を売 却 し

な い で保 有 して いた の だ ろ う。

この8人 以 外 の 土地 は ど うなっ た の か。 土地 登 記簿 に

よ る と,1963年 の増 地 者 の う ち,1984年 現 在 で土地 を保

有 してい るの は小 泉,菊 地(菊 地 の 子 が相 続),大 沢,水

野 の4人 で あ る。 そ うな る と1963年 の増 地 者27人 の うち,

1978年 に町 に売 却 した7人(木 下 をの ぞ く)と,現 在保 有

す る4人 の 計11人 が,こ れ まで 土地 を売 らず にお り,他

の16人 は 町 以外 の者 に土地 を売 って しまった ことにな る2。

こ の16人 の土 地 の移 動 を土 地 登 記簿 に よ って た どる と

① 開拓 農 が斜 里 町 内 の個 人 に 売 り,そ の個 人 が町 に土 地

を売 る か1984年 現 在 その 土地 を保 有 して い る。 国 が買 い

も ど して 町 に売 っ たの も これ にふ くめ る② 開 拓 農 が土 地

業者 に売 り,土 地 業 者 がそ の土 地 を分割 しない で 町 外,

多 くは本 州 の個 人 に売 却 した③ 開拓 農 が土 地 業 者 に売 り,

土 地 業者 が その 土地 を分割 して 多 数 者 に販 売 した一 の 大

まか な3類 型 がみ い だ され る。

類 型 ① は次 の よ うな もの で あ る。

た と えば60,740㎡ を所 有 して い た山 内 は1970年11月 に,

斜 里 町 で農 業 をい と なむ小 田 に売 却 し,小 田 は1981年4

月 に,そ の 土地 を斜 里 町 に売 った3。こ れ と同 じ事 態 が村

田,荒 井,早 川,松 下,吉 川(女),豊 田 の土 地 の 全 部 ま

たは 一一部 に つ い てみ られ る。

買 い 手 が国 で あ る もの も あ る。土 屋 の 土地52 ,312㎡ は

1966年5月 に農 林 省 が買 収 して い る。 農地 法 第72条 の 規

定 に よ り,農 地 と して使 用 され て い なか っ たた め に買 い
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も どした の で あ る。 そ して1980年4月 に斜 里 町 に売 られ

て い る。 星 野 の土 地 の 大部 分 も これ と同 じで あ る。

類 型② の,そ の土 地 が土地 業 者 を通 じて本 州 の個 人 に

売 られ た開 拓 農 は次 の2人 で あ る。

87,851㎡ を所 有 して いた 山 中 は1973年3月17日 に釧路

の 有 限会 社S地 建 に,そ の土 地 を売 却 した 。S地 建 は3

月30日 に,そ れ を東京 の岡 に売 っ て い る。隣 接 の 三宅 の

土 地66,363㎡ も全 く同 じ経 路 をた ど って い る。

類型 ① と② を混 合 した よ うな形 態 も あ る。

岩 田 の土 地48,756㎡ は1969年3月 に斜 里町 の永 井 に売

られた 。永 井 は こ れ を1974年10月 に東 京 の樋 口 に売 った 。

樋 口は この土 地 を14区 画 に分 け,1984年 現 在 こ の うち9

区画 を樋 口(女),5区 画 を福 島 の4人 に移転 して い る。

類 型③ の,開 拓 農 か ら土地 業 者 に売 られ,土 地 業 者 が

細 分割 して 売 っ た のは 河 野 と平 野 の 土地 で あ る。

河 野 は365番 地42,719㎡,380番 地47,021㎡ を所 有 して

いた。365番 地 の土 地 は 図4の よ うに分 裂 した。

河 野 は,ま ず この土 地 の 一 部4,935㎡(365-3)を1970年

8月 に斜 里 町 に売 却 し,つ い で3,479㎡(365-5)を1973

年3月 に斜 里 町 内 の小 沢 に売却 した。 農地 とみ とめ られ

る土地 は,農 業 を営 む者 以 外 には売 却 で きな いた め,こ

の よ うに した の だ ろ う。 そ して,の こ りの,地 目 が原野

や 山林 と み な され る土地 は1973年4月 に札幌 のH地 所株

式 会 社 に売 っ た。H地 所 は,同 年7月 に これ を札 幌 のT

株 式 会社 に売 った 。 さ らにTは8月 か ら9月 に か け東 京

のS総 業株 式 会 社 に売却 した。S総 業 は,こ の土 地 を10

分割 して9区 画 を同 年8月 か ら10月 に かけ て福 島 県 内 の

8人 に販 売 した 。 の こ る1区 画 は翌 年 の10月,埼 玉 県 人

に売 っ た。

しか し365一一2につ い て は,販 売 後 に農地 で あ る とみ な さ

れ たの だ ろ う,そ の所 有 者 か ら農 林 省 が買 い もどし,1980

年2月 に北 海 道 と斜 里 町 に譲 与 して い る。

河 野 の,農 地 をふ くま ない とみ られ る380番 地 について

は事 情 は もっ と単純 で あ る。365番 地 と同 じく,こ の土地

47,021㎡ は1973年4月 にH地 所 に売 られ,同 年7月 にH

地 所 か ら会社Tに 売 られ,1974年1月 から3月 に12区 画 がT

か ら直 接,福 島 県 人 に売 ら れ て い る。380-1と 一5の2区 画

は,Tか らS総 業 に売 られ,S総 業 か ら埼 玉 と福 島 の 人

に売 られ て い る。

結 局,河 野1人 が所 有 して い た土 地 は,土 地 業 者 を通

じて365番 地 で は8人 に,380番 地 で は10人 に分割 所 有 さ

れ た こ とに な る。365番 地 の購 入 者,村ll」 と吉 沢 は380番

地 の… 部 も購 入 して い る か ら実 質 は16人 の 所 有 と な った

平 野 の 土地 だ った397番 地103,131㎡ は,彼 が1952年 と

1963年 に売 り渡 しを うけ た もの で あ り1965年4月 に保 存

登 記 してい る。 この 土地 の うち397-2と 一33の39,751㎡ は

彼 の離 農 後,農 地 とみ な され て1967年lo月 に農 林 省 が買

い も ど した 。 の こ る土地 は北 海 道 東 部 の 中標 津町 のK興

産株 式 会 社 が1973年12月1日 に購 入 し,34分 割 され て同

月10日 に東 京,神 奈 川 の 人 人 に販 売 した。 ただ し,こ こ

で は 東 京 のL原 が31区 画 を購 入 して い る。L原 は,こ の

購 入地 の うち397-31の 所 有権 を1974年11月 に他 の3人 に,

397-32を 他 の1人 に移転 して い るた め1984年 現 在 の所 有

者 は7人 に な る。

土地 登 記簿 をみ る か ぎ り,土 地 を直接 に土 地 業者 に売

った 開拓 農 民 は河 野,平 野,山 中,三 宅 の4人 で あ り,

1963年 に27戸 あ っ た とみ られ る農 家 数 か らす るとr想 外

に少 な い 。 これ は うた が い な く,斜 里 町 が農 民 に対 し,

土 地 業者 に土地 を売 らな い よ うに指導 した た め で あ ろう

札 幌 ・盤渓 の神 社小 作 地 にお け るよ うに,ほ と ん どす べ

て の農 民 が土 地 を売 り,そ れ が細 分割 され て しま った ら

斜 里 町 の土 地 買 い と り運 動 は 不 可能 に なっ て い ただ ろ う。

岩尾 別の土地 は,い くらで売 買 された の だ ろ うか。1963年,

国か ら農民 に売 り渡 しの あっ た時 の合 計 面積 は1,306,176

㎡ で,売 り渡 し価 格合 計は729,658円 で あ るか ら1,000㎡

当た りにす る と558円 で売 られ た 。

1968年,増 地 が あ っ た時 の合 計 面 積 は883,743㎡ で,売

り渡 し価 格 は389,651円 で あ るか ら1,000㎡ 当 たり440円 だ

った 。1963年 に く らべ1968年 の売 り渡 し価 格 が,か えっ

て低 くな っ て い るの は,1963年 の売 り渡 し地 目の 大 部 分

が原野 で あ るの に対 し,1968年 の 地 目の 全部 が山林 で あ

る こ とに よ る○

土地 を売 らず にい た農 民 た ちは,土 地 業 者 から1,000㎡

当た り1万 円 か ら2万 円 で 売 るよ うに話 が あ った と話 し

て い る。 当時,斜 里 町 の助 役 を してい た 高橋 春 雄 は,業

者 に土 地 を売 った 人 は「1,000㎡ 当た り3,000円 か ら5,000

円 で売 った と話 して い た」と語 っ て い る。実 際 に売 っ た価

格 が 後者 とす る と1968年 の 増地 価 格 の6倍 か ら11倍 に な

る。

一 方,細 分 割 され た土 地 を1972年 か ら!973年 にか け て

土地 業 者 か ら買 っ た 人 は,1,000㎡ 当た り7万FIか ら8万

円 だ っ た と斜 里 町 に言 明 して い る。 そ うな る と,土 地 が

業 者 か ら業者 の 手 に渡 り,最 後 の業 者 が土 地 を細 分割 し

て売 るこ と に よ って 土地 価 格 は16倍 か ら23倍 に なっ た こ

と に な る。1968年,国 が農 民 に売 り渡 した時 に く らべ る

と土地 価 格 は159倍 か ら181倍 に な った 。

斜 里町 が,岩 尾 別 の 最終 所 有者 か ら土地 を買 い一Lげて

い る価 格 は1981年 一1984年 で,立 木 代 をの ぞ き1,000㎡ 当

た り22,000円 か ら25,000円 で あ る。 これ は周 辺 の地 価 お

よ び類 似土 地 の 地 価 か ら算 出 され た㌔
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図4河 野の土地の分裂
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この 買 い1二げ価 格 に対 し,業 者 か ら土 地 を1,000㎡ 当 た

り7-8万 円 で 買 った と い う所 有 者 た ちは,そ の購 入 価

格 に購 入 時 か らの 銀 行利 子 率 に相 当す る利率 を加 えた額

で な け れ ば 損失 を生 じ るの で応 じ られ な い,と 回 答 して

い る。 これ は,い うま で も な く土地 買 い と り運 動 の 最 大

の障害 とな っ て い る。

岩 尾 別 を開拓 地 に した のは 意味 の あ る こ とだ った ろ う

か。 開拓 の た めの 農道,水 道,開 拓 道 路 建 設 事 業 に は1950

-1954年 の価 格 に して6
,262万 円 が投 じ られた 。 国営 で,

石 れ き除 去 事 業 が行 われ,ジ ャ ガイ モ をで ん粉 にす るた

め の工場 が作 られ た。 国 と道 の補 助 で,防 寒 ブ ロ ック建

て住 宅 を作 るこ と に な り,そ の た め の プ ロ ソ クは海 辺 か

ら入の 背 で3個 ず つ 運 ば れ た。

しか し1975年 を最 後 にすべ ての 農 民は 去 って い っ た。

あ と には 木 を切 り倒 した荒 野 と廃 屋 だ けがの こった(写 真

4)。1965年 前後 以 降,土 地 を売 った 農民 は,多 少 の金 を

手 に入 れた もの の,そ れ は斜 里 平 野 で牛 飼 い を続 け る た

め の土 地 購 入 にあ て られ た り,別 の 町 で別 の 仕 事 をす る

た め の準 備 にあ て られた 。 岩尾 別 で 利益 を得 た の は ±:地

業者 だ け だ った 。

い ま斜 里 町 は,全 国 民 の協 力 で土 地 を買 い,そ こ に木

を植 えよ うと して い る。 火 山地 帯 の知 床 の 土 は強 い酸 性

で植物 の生 育 には 向 か ない 。酸 性 に強 い わず か な植物 が

根 づ き,そ れ が新 しい土 を作 っ て森 林 がで きる ま で には

他 の 地域 の何 倍 もの時 間 がか か っ た だ ろ う`。岩 尾 別 が開

拓 地 に な らな け れば,農 民 が苦 労 して森 林 を切 り倒 す こ

とは な く,い ま に なっ て … 自治 体 が土 地 を買 い,そ こ に

木 を植 え る必要 も お こ らな か った 。 これ は 大 きな無 駄 で

あ った 。

敗 戦 直 後,職 も な く食 うに事 欠 い た 人 人 を なん とか 自

活 させ るた め に は岩 尾 別 の よ うな と ころ に開 拓 者 を入 れ

る しか方 法 が な か った,と い う説 があ る。 しか し,社 会

的 に こ こ に投 じ られた 労働 と費 用 を もっ てす れば,こ の

わ ず かの 人 人 を別 の 生 産 の場 で 自活 させ る こ とが で きた

の で は な い だ ろ うか 。

注1)し たが って1963年,増 地 をうけた27戸 が1966年 には

24戸 になっていたことに なる。

2)こ れ から先 の土地所 有の移動 は,す べて土地登記簿

によ ってみ ていこ う。土地台帳 にかわって1963年 から

使用 されは じめた土地 登記簿 には,岩 尾別で1963年 に

増地 した27戸 のすべてが土地の保存 登記 をして いる。

1963年 に増地 しなかった24戸 の うち保存登記 している

のは木下1人 だけであ る。 これは23戸 のすべて が1963

年 までに土地 を放 棄,法 的 には政府 に土地 を売 りもど

して離 農 した ことをうらづ け る。

3)土 地売 り渡 し書によ ると,山 内 が1954年 に売 り渡 し

を受 けたの は岩尾 別520,521番 地 の71,622㎡ で あり,

1963年 に増地 を受けたのは542,543-2番 地 の60,743㎡

で ある。 しか し1967年 に保存登 記 したのは542,543番

地の60,740㎡ であ る。 土地登 記簿には520-522番 地 は

消失 してい る。 とい うことは,山 内は1954年 の土地 は

所有 せず,1963年 の土地 だけ を所有 して いたことを示

す。 この ことは他 の農民 について も多 くみられる。1963

年の増地は,そ れまでの離 農地 を再編成 した新 硯の土

地売 り渡 しに近 いものだった と推定 される。

4)斜 里町 は,た ええば1981年3月,岩 尾別456番 地 ほか

7筆22.7haを 所 有 していた小 田 か らは1,000㎡ につ き

22,000円 で 計算 した 土地 代4,945,182円 に,、 γ木代

写真4離 農 後,荒 廃 した岩尾別
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2,017,320円 を加 え た696万3,000円 で 買 い とっ た 。

5)『 知 床 で 夢 を』12ペ ー ジ。

5.戦 後開拓 と森林 の荒廃

太平 洋 戦 争後,開 拓 地 にす るた め 国 に よ り取 得 された

十地 は1945年 か ら1971年 ま で に全 国 で151万9千 町 歩,そ

こに 入植 した 人は20万2千 戸 にの ぼ る'。しか し人植 者 の

多 くは農地 を去 り,そ の跡 は 荒廃 した。 全国 の 大 部分 の

開拓 地跡 が岩 尾 別 と ちが うの は,自 治 体 によ る土 地 の 買

い と りや植 林 が行 われ て い な いこ と だけ で あ る。

この こ と を北 海道 に限 定 して眺 めて み よ う。 北 海道 に

入植 した開 拓 者 は1945年 か ら!969年 まで に45 ,365戸 で あ

り,開 拓 地 と して取 得 され た のは746,379haで あ る。この

う ち民 有 地 は309,229ha,国 有地 は437 ,150haで あ る4。民

有地,国 有地 とも その 大 部 分 は森林 で あ った㌔

開拓 の 当初 は国 有 林 と国 有未 開地 が1三に農 民 に売 り渡

され,そ の あ と民 有地 が買 い と られ売 り渡 された 。

1948年 度 に開 拓地 に移 管 され た国 有 林 は92 ,686haで あ

り,こ れ は同 年 度 開拓 用 地 と なっ た国 有地 の80%で あ る。

この国 有林 は 農地 と して 有 効 に利 用 され た だ ろ うか .

道 内 の営 林 局 は1975年,開 拓 用地 と なっ た国 有 林 の,そ

の 後 の利 用状 況 を調 べ た こ とが あ る。 そ れ に よ る と1945

年 以後,開 拓地 に された 国 有林133,804haの うち1974年 度

現 在,農 用地 と されて い る もの39.6%,林 業地!9 .4%,

公共 用 地2.2%,住 宅 お よ び商 業 用地O.ユ%,放 置 その 他

15.7%,農 林 省保 留5.2%,林 野 庁返 還 地!7 .8%で あった,

農 用地 の内 訳 は 入植 者 所 有 地32.6%,転 売 お よ び農 林

省処 分地7.0%で あ り,林 業地 の 内訳 は 入 植 者所 有地12 .3

%,転 売 お よ び農林 省処 分地7.1%で あ る,つ ま り入植 者

の}も と に あ って 当初 の 目的 にふ さ わ し く利 用 され て い

る と思 わ れ るの は 全体 の32.6%に す ぎな い,,国 有林 の 大

'ドは 入植 者 によ
っ て農 地 以外 の もの と して売 却 され て し

まっ たの で あ る4。1975年 以降 進 行 した離 農 は ,こ の 事 態

を さ らに拡 大 した に ちがい な い、)

岩 尾 別 の よ うな国 有 未 開地 は戦 前,内 務 省所管 で あ り,

申請 の あ り次 第,北 海 道 国 有未 開地 処 分 法 によ り払 い ド

け られ て きた。 戦 後 には 開拓 用地 と され ,1947年 度 には

開 拓地 に移管 され た 国 有地 の70%を 占め た 。 しか し国 有

未 開地 の うち農 業 の適 地 は1945年 のは るか以 前 に,す べ

て払 い 下 げ られ て私 有 と なっ て い たの で あ り,の こっ て

い た の は岩 尾 別 の よ うに一 度,開 拓 が 試 み られて放 棄 さ

れ た 交通 不 便 の 山奥 に あ る火 山灰 地 ,沼 沢 地 ば か りで あ

っ た。

!952年 に開拓 不 要地 の 制度 が設 け られ,農 耕 に向 か な

い と認 め ら れた 土地 は も との所 有者 に返 された 。 また,

開拓 者 に売 り渡 され た もの の離 農 に よ り買 い も ど した土

地 は国 有 地,民 有地 と も競争 入札 また は随 意 契 約 で売 り

払 わ れ た。 この よ うな返 還 また は売 却 され た開 拓 不要 地

は1970年 度 末 で171,397haで あ り,こ の うちか つ て の国 有

未 開地 が53%を しめ る㌔ 戦 前 に売 れの こ っ た国 有未 開地

を開拓 地 に した こ とが,い か に不 適 合,無 責 任 だ っ た か

を,こ れは 示 して い る。

民 有地 につ い て も事 情 は似 て いた 。民 有 の 未 墾地 を開

拓 地 にす るこ との異 議 申 し立 て が所 有 者 か ら1952年 末 ま

で3,013件 出 され てい る。その う ち28%が 「農 耕 不適 地 」,

21%が 「山 林 と して利 用 す る方 が開拓 す るよ り有 利」とい

うもの で'あった6b

開拓 が,そ の 後 の森 林経 営 に お よぼ した根 底 的 な影響

は 小 規模 な森 林所 有 者 を増 大 させ た こ とだ った.

先述 した よ うに,国 有林 お よ び,防 風林 な ど を.1、くむ

道 有林 が開拓 用地 に転 換 され,大 会 社 有林,大 個 人 有林

が農 地 解放 の対 象 と な り農 家 所 有 林 とな っ た7。この農 家

所 有 林 は 岩尾 別 でみ た よ うに,離 農 に よ っ て大 部 分は細

分割 して売 却 され た。

1981年 末現 在 の道 内 の私 有 林 所 有 者は 個 人 で!40 ,09β

人 にの ぼ る。 この う ち農 家,育 林 業,林 産 業 の 者 は53%

で あ り,の こ りは 商 業サ ー ビ ス業,漁 業 な ど林 業 を 目的

と しな い 者の もの で あ る。 また規 模 別所 有状 況 をみ ると,

5ha未:満 の 所 有 者 が 全体 の32%を しめ る8。 しか も,こ の

数字 は1,000㎡ 以 上の森 林 所 有 者 を数 えて い るだ けで,

それ以 ドの,札 幌 ・盤 渓 で み た よ うな100㎡ 単 位 の 土 地

を森 林 地 帯 に もつ 個 人 は数 え て い ない。

この よ うな森 林 の零 細 所 有 は 林 業 を根 底 か ら困 難 にす

る。 また,そ れ に よっ て環 境 と国 土 の保 全 を困難 にす る。

合 理 的 ・計画 的 とは い え な い戦 後 開拓 に よ る土 地 私 有 は,

この 森 林 の荒 廃 の 大 きな促 進 者 に な った の だ っ た,,

注1)金 国開拓農協連 合会『戦後 開拓 史』196711{,702-704ペ

ー ジ、

2)北 海道『北 海道戦後開拓 史』 ・資料編』1973年,48-49

へ一 ジ。

3)北 海道は1954年 度 末 までの開拓用地721∫2.r町 歩の

うち,林 業用地は国 有地 約30万6毛 町歩(国 有 林12万

3丑 町歩,国 有未開地9万9=F町 歩,旧 軍 用地8万4

F町 歩),民 有地約18万2千 町歩(道 有林2ノ ∫2下 町 歩,

私 有林16万 町歩)と 推 定 している、この国,民 有地の林

業用地 の合計約49万 町歩 は,1950年 の北海 森林 面積 の

9%で あ る。北 海道山林 史戦後編編.集者会 議 「北 海道

山林 史戦 後編』北海道林 業会館,1983年,131べ 一 ジー、

4)『 北海道山林 史戦後編』132ペー ジ

5)『 北海道戦後開拓 史』122-125ペ ージ、,
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6)『 戦後 開拓史』135ペー ジ。

7)『 北海道 山林史戦後編』132ページ。

8)北 海道『1982年度版 ・土地利 用白書』1983年,127-128

ペー ジ。 なお私 有林 を所有す る事業体 は5,686で,こ の

うち会社 が63%を しめ る。

IV.森 林 の あ るべ き保 全形 態

1.私 有林経営の本質的困難

これ まで み て きた私 有林 の荒廃 は盤 渓,岩 尾 別 だ けの

ことだ ろ うか。

北 海 道 農 業会 議 は,北 海道 内 の 市町 村 に対 し農外 資本

(農林 業 以外 の企 業 の 意味)に よ る土地 買 い 占め の 調査 を

行 っ た こ と があ る。調 査 期 間 は1967年6月 か ら1973年9

月末 ま での3次 にわ け,各 市町 村 農 業 委 員会 の 見 聞 を質

問 紙法 に よ って き くと い うもの で あ り,そ の報 告 率 は67

%と い う制 限 あ る もの で あ る。 しか し,こ の回 答 に よっ

て も買 い 占 め られ た 土地 は124,000haに の ぼ る。「進 出 方

法 の 特徴 につ い て」とい う記 入 欄 に は29町 村 が答 えて おり,

た と えば次 の よ うに書 い て い る。

「山林 ,原 野 等 非 農 地 を主体 に買 い 占 めて い る」(深川 市),

「恵庭 の 業者 が地 元 の酪 農 家 を介 して主 に 山林 を買 い占め

契約 を行 ない,こ れ を もっ て本 州 の 業者 に売 り込 み を し

た よ うで法 務 局 の登 記 簿 の地 目 が山 林 で あ るた め 自 由 に

所 有権 が移 転 され て い る。 た だ し仲 介 業 者の 名前 は 表 面

上 で な い 」(三笠 市),「 日本 列 島 改 造 論 に よっ て,本 州 方 面

の 土地 ブ ロ ー カー に山林,原 野 が買 い占 め られ,お も に

駒 ヶ岳,大 沼 の 自然 を背 景 に した別 荘地 と して本 州 方 面

の 人 に転 売 さ れて い る」(森町),「 地 元森 林 組 合 を経 由 し

て購 入 して い る」(置戸町),「 経 済 の苦 しい農 家 の た め に

一 般 売 買価 格 よ り高 価 で契 約 す るん な ら結局 あ なた の た

め に な るは ず だ と い って 手付 金 …割 の額 を渡 す 」(浜頓 別

町痔

この 回答 か ら うか が え る こ とは盤 渓 や岩 尾 別 と同 じこ

とが北 海 道 全域 で 起 っ た と い うこ とで あ る。 つ ま り,農

家 に とっ て利 益 を うま ず,し か も農 地 法 に よ る売 買 規 制

の ない 山林,原 野 が 大規 模 に売却 された 。戦 後 の 農地 解

放,開 拓 に よ って もた ら された 農家 に よ る森 林 の 零細 所

有 は,こ の売 却 の 一一つ の 大 き な基 盤 と なっ た。

これ らの 山林,原 野 を購 入 した農 外 資 本 の 目的 は,調

査 回 答 に よ る と,住 宅 ・別 荘12.3%,林 業9.5%,ゴ ルフ

場8.5%,工 場4.6%,レ ジ ャー観 光4.6%,牧 場 等 農 業 的

利 用3.2%,学 校0.7%(そ の 他,不 明,無 記 入56.7%)で

あ り大部 分 は 農林 業以 外 の もの に転 化 され た。

これ らの 土地 を購 入 した業 者 の 多 くは盤 渓,岩 尾 別 と

同 じよ うに土地 を細 分割 して再 販 売 した 。

た と えば洞 爺湖 をと り ま く洞 爺 村,虻 田町,豊 浦町,

壮 督 町 で は1967年 一71年 の4年 間 に,こ の地 域 の 約28%

に あた る6,740haの 森 林 が売却 され,虻 田町 の森 林組 合 は

解 散 せ ざる をえ な くな った%こ こ で の細 分割 は1地 番 が

949個 に 分割 され た(洞 爺 村)と い うほ ど激 しい もの で あ り,

不 在者 所 有 の遊 休 森 林 は総 面 積 の50%と 推 定 され,ほ と

ん どは樹 木 が伐 採 され て裸 山 と なっ た 。 これ によ っ て 自

然環 境 が破 壊 され林 業 生産 力 が消 失 す る のは も ちろ んの

こ と,地 元 町村 では 所 有者 の増 加 に と もな って 山林 資 産

税 が減 る(当 時 の課 税評 価 額 は8万 円 で,賦 課 に必 要 な山

林 面 積 は12ha以 上)一 方 で,台 帳 事 務 が増 える な ど 災難

ば か り を受 けて い る㌔

農 外 資本 の土地 買 い 占め は北 海 道 に か ぎ られ た こ とで

は な い。1973年,全 国 農 業 会 議所 が19の 道 県 につ いて 調

査 した と ころ に よ る と,買 い 占 め られた 土地 は23万haで,

この うち7万2,000haが 林 野 だ った。ま た 九州 の例 で み る

と,1967年 か ら73年 まで の間 に,九 州 全域 で 増 加 した 法

人所 有 の土地 面 積 は 約3万ha,う ち1万1,000haが 山 林,

6,000haが 原 野 だ っ た4b

この 全 日本 的 な森 林 の 買 い 占め は,た しか に1960年 代

後 半 か ら1970年 代 前半 にかけて「高度 成 長 過程 で生み 出 さ

れた 高蓄 積,高 利潤 が,60年 代 末 に至 っ て 生 じ た 技 術

革 新 の頭 打 ち,公 害 問題 等 によ る追 加投 資 の阻 害 要因 か

ら外 部 に投 資 され るこ と な く留 保 され,土 地 投 機 とな っ

て現 われ,資 本 が 土地 を買 い あ さ り,買 い 占 め た現 象」5;

で あ ろ う。

しか し,こ の森 林 の売 却 は 林 業経 営 が な りた た ない も

の で あ るか ぎ り続 くの で は ない だ ろ うか。 比較 的 に長期

間,諸 個 人 に所 有 され て い た札幌 ・盤 渓 の 森林 を思 い 出

そ う。 そ こが土 地 業 者 に売 られは じめたのは,す で に1960

年 か らで あっ た。 し か し小 規 模 には 戦 前 か ら現 在 まで1

個 人 か ら1個 人,あ る いは1個 人 か ら諸個 人へ とた えず

売 ら れて い る。

個 人が売 らない場 合 で も,そ の個 人 が死 亡 す る と戦 前

で は 多 くの場 合 長 男1人 に,戦 後 は複 数 の 子供 に相続 さ

れ る。 その こ と に よっ て も私 有 林 は ます ます小 さ な もの

にな っ てい く6』

九州 に飛 ん で,そ の 実例 をみ よ う。 わず か な森 林 しか

残 され てい な い ため 所 有 者 に町 費 を払 っ て森林 を保 護 す

る グ リー ン ・バ ンク制 度 を設 けた 長崎 県香焼 町 で は1981

年 度現 在,27.4haの 山林 を174人 が 所 有 して い る。その う

ち面積1,000㎡ 以 下 の所 有 者 が62%を 占め,1ha以 上の所
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有者は3%,6人 にす ぎない7』この「山林の所有構 造の

細 分化は,原 則的 には,戦 後 の農地解放の時点ですで に

決定 されていた」8』

か りに森林 が分割相続 されず,長 男 かだれかが他の相

続 人に代償 を支払 って一括相続 して森林経営 を行 うと仮

定 しよう。その場 合で も植林 した樹木が収益 を生み出す

のは温帯地域で30年 か ら60年後,多 くは相続者が死 亡 し

た あとである。 日本 でも西 ヨーロ ッパでも,森 林経営 は

その所有者 が他に収入源 をもってい るばあいにのみ実行

で きるもの になっており,そ の所有者 にとってはいつ で

も切 り離すこ とのできる部門 にす ぎない㌔

現代 において,こ のよ うな私有林 に環:境保 全の役割 を

期待す るのは本質的 に無理 だといわなければならない1%

日本の土地投機 による森林売却 は,こ の本質的 な傾 向

を一時的 に拡大 した現象 にす ぎなかったのである。

注1)北 海道農 業会議『土地 利用 と農外資本の土地 取得状況

に関す る第3次 調査 結 果』1973年,9-15ペ ー ジ。

2)梶 本孝博「北海道 における農外 資本 の土地 集積実態」

『林業経済』1974年6月 号,4ペ ー ジ。

3)小 笠原 熊吉「洞爺 湖周辺 における林地流動化 の動向」

北海道 造林振 興協会『林』1972年5月 号,9-11ペ ー ジ。

4)赤 羽武 「自然保護 と林 業」林業構 造研究 会編 『日本経済

と林業 ・山村 問題』(前出),428-429ペ ー ジ。

5)同 上書,428ペ ージ。

6)こ の ことは ドイツ連邦共和国で も同 じであ る。「過去

100年 間の原野造林は一括相続 の地域 では広 く実行 され

たが 自由分割相続 の地域 では少 なかっ た」。ハ ーゼル(中

村訳)『林業 と環境』日本林 業技 術協 会,1979年(原 著

1971年),275ペ ージ。

7)香 焼町緑地 保全委員会の資料。

8) 一L述委 員会の岩 本仇委員長 から筆者へ の1984年2月

16日 付 け手紙。

9>札 幌 国税 局は1984年9月20日,次 の土地5点 の公売

広告 を出 した。① 札幌 市南区真駒内326番 地263,原 野

493㎡(見 積価格365,600円)② 小樽市朝里 川温 泉1丁 目

440番 外2筆,山 林86,061㎡(2,556,000円)③ 石 狩郡新

篠 津:村1064番38,原 野330㎡(149,000円)④ 、、亨小牛父市樽

前394番 地38,山 林!,652㎡(450,000円)⑤ 伊達 市北 有珠

148番 ユ55外17筆,原 野5,450㎡(872,000円)。 同 日付 け

北海道 新聞朝刊。

い うまで もな く,こ れは国税未納 入のため に,所 有

者 が他の個 人や企 業に売 って換 金す ることもな く差 し

押 え られ るの にまかせ たものである。小規模 な山林 や

原野 が個 人に とって実際は いかに無価値 であ るか を示

す 一一つの実例で ある。

10)森 林 が私 有で あっても保存 される例 もあ る。阿寒国

立 公国 の阿寒湖周辺 一帯の森林は「興 業意見書」の作成

で歴 史に名 をとどめ る前田正 名が農商務 省大書記官退

官後 の1899年,釧 路 で製紙経営 のため,お ・そら く北 海

道 国有未開地処 分法(1897年 施行)に よって無償 貸 し付

けを うけた ものであ る。 しか し前田正名は「森林 は 個

人の ものではない」と して保存 を意図 し,そ の子の前田

正 次が この意志 を うけついだ。正次死亡後,そ の夫人

の光子 と親族2人 は1983年 「前田一 歩園財団」を設.立し,

残 された森林3,933haの うち3,800haを 同財団 に寄付,

の こる133haを 道 に売 って,そ れ を基金 に財 団 を運営 し

森 林 を保存す ることに した。阿寒国 立公国の指定は1934

年であ り,そ れ以前 に前田正 名以外の人物 に森林 が渡

っていた ら,お そらく分割所 有 されて阿寒湖畔 の森林

は荒廃 していただ ろう。

2.環 境 を保全 で きる林業

1で あげたよ うに『西歴2000年 の地球』は,地 球的規模

で森林が減 るのは熱帯地域 の森林 が減 るのが主要原因だ

とし,そ の直接 的理由は熱帯地域 におけ る①農地の拡大

②薪炭材の必要,③ 先進国が計画的 に林 業を行 わないた

め熱帯地域 か ら木材 を輸入す るからだ,と のべていた。

しか し① と② の理由の根底 にも日本と同 じく土地所有の

問題 があ ると考 えられる。

石弘之 は発展途上国の環境破壊 の基本的要因と して,

人口の増加,外 資の不足,一一部階層への土地集中 をあげ

てい る。発展途上国の外貨不足 は輸出用の農林業生産物

を増産す る必要 をおこす,こ れは中小農民 から土地 を取

り上 げて大土地所有 を促進す る,農 地 を取 り上げ られた

農民は熱帯林 に入って焼畑 を行 わざる をえない。大規模

農場で生産 された農産物 は輸出 され,人 人の口に入 るこ

とはない。 アジアは世 界で最 も肥沃 な農地 に恵 まれ,机

上の計算 をす ると,食 料は人人に十分 にい きわたるはず

なの にである1。

森林 を伐採 して農地 を拡 大する必要はこのようにして

とめどもな く生 じて くる。 その結 果は森林 を減 ら し,薪

炭材が再生的 に供給 され なくなる,そ のため さらに残 っ

た樹木 を伐採 しつ くし薪炭の再生源 を断 ち切 ってしま う。

であるから薪炭材の必要も根本的 には発展途上 国の土地

集中から生 じている。そ して,多 くの議論ではまるで所

与 のことのよ うに考え られてい る人口の増加に しても基

本的 には,低 い生産力がもた らす貧困 によ るのである2』

このよ うな世界的状 況 において,先 進国,と くに最大

の木材輸入国である日本が森林の所有 ・経営構i造を改善

すれば木材 を自給で きるだろ うか。そして熱帯地域か ら

木材 を輸 入 しないようになって世界の環境保 全に寄与 す

るようになるだ ろうか。

日本 の木材需給量 をみてみよ う。

1955年 の木材供給量:は65,202千㎡ であ り,う ち国内生
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産量 は96%,輸 入量は4%で 自給状態 にあった。 これが

1979年 には供給.量110,723千㎡,う ち国内生産量 は30%,

輸入量は70%に なった。

この国内生産量低 下は 日本私有林の生産量低 下か らき

ている。1960年 の木材素材生産量は総数48,515千 ㎡ の う

ち国有林11、077千㎡,公 有林3,140千 ㎡,私 有林34,298千

㎡ だった。 これに対 し1979年 は総数33,270千 ㎡ の うち国

有林11,413千 ㎡,公 有林2,094千 ㎡,私有林19,763千 ㎡で,

私 有林生産量が半減 したのが国内生産量減少の原因であ

ることが明 らかである。私有林の生産量 が半減 したのは

私 有林材の生産価格が高 くて輸入材に対抗で きないか ら

であった㌔

そして林 業生産の停止 された森林は売却 されて林業地

以外の ものになり,国 内生産量 をます ます低下 させたの

である。

そうであれば,日 本森林の60%を 占め る私有林部分で

の林業生産再興 が木材自給率 をあげ,同 時に日本 と世界

の環境 を保 全す る道であることが明 らかである。

『西歴2000年 の地球』は
,森 林の経営 ・保全につ いて研

究 したG・ ハ ーデ ンの説をのせている。「森林の ような生

物 的資 源 を保 存 す るには,社 会主義または私企 業が唯

一の 実行 可能 な方式であるが,両方とも限界をもっている。

社会 主義 の ア プローチは『だ れ が監視者 自身(政 府一引

用者)を 監 視す るのか』とい う問題 があ る。私企 業のアプ

ローチは,時 間を扱 う点で重大 な弱点 がある」。私企業の

時 間を扱 う点での弱点 とは次の ようなものである。「私企

業では,現 在の価値(Value)を 最大 限 にす る経 営戦 略

がとられ,そ のためには将 来の利益(Profit)は 割 り引い

て考えられ る。(中略一引用者)全 流域 に対 す る森林の利

益は しば しば計算 に入れ られない。なぜ ならそれ らは外

部利益で あり,そ の森林所有者の私的利益 をもた らさな

いか らである」二

広 面積の私有林は ドイツ連邦共和国でのように国有林

と同 じ効率で林業生産 を行 うこともあ りうる。 しか し,

輸入材が国産材 よりも安価な場 合は採算が とれず,輸 入

制限 などの国家的保護処置 がとられないか ぎり一般 に成

立す ることはで きない。保有山林100-500haと いう日本で

は少数の大面積所有者の場合で も1979年 の年間林業所得

は496万2千 円だった。この ような場合,そ の私有林が広

面積 であっても林業生産 が停 止 され,細 分割 されて売却

される可能性 を常 にもっている。

したがって森林は一時的 な採 算 を度外視で き,環 境保

全 を重視 しながら長期的経営ので きる公共的機関,具 体

的には政府な り自治体な りによって経営 ・保全 される必

要があるのである㌔

このよ うな森林 の所有 と経営 のあり方は『西歴2000年 の

地球』において「社会・ヒ義のアプローチ」とよばれたもの で

ある。森林 のどの部分 を国有 とし公有とし,あ るいは農

民有 とす るかは,い まの議論では問題 とならない。 それ

よ りも『西歴2000年 の地球』で心配 されていた「だれが監視

者(政府)を 監視す るか」とい うことが大 きな問題 であろ う。

『西歴2000年 の地球』に現 れる欧米の研究 者た ちが心配

するのは,社 会主義の アプローチでは,現 存の社会主義

国でのよ うに個人または政党の独裁制 がひかれてお り,

その ことによって恣意的 な森林経営 が行 われて計画的林

業 と環境 の保 全が行われないのではないか,と い うこと

なのだろ う。

た しかに歴史の現段階 におけ る多くの国家は森林の経

営 について人人から疑いの目でみ られているようである。

㎜でのべた ように,日 本の国有林は戦後開拓の際,外 部

圧 力によってであれ,ま っ先に開拓地 に転用 された し,

現在でも独立採算制の林野庁 はその赤字 をお ぎなう…手

段 として所有地 を売却 しつつある6』また 日本国有林の森

林施 業方法 は環境 保全を重視 しないもの として批判 され

てい る。環境 を保全す るためには経営主体 を同時 に変 え

ていかなければ ならない。

森林の経営主体は現 在の 日本の林野庁のよ うに独立採

算制で あってはならず,一 般会計によって支出 をまかな

い,林 業収 入は収入のご く一部 として期待すべ きもので

ある㌔林野庁の赤字の一原因 が過剰人員にあるのは,そ

の独立採算制 とともに官公庁相互で人員交流ので きない

ような硬化 した官僚制の もとにあるからである。変えな

ければならないのは,こ のよ うな組織の方であり,森 林

を劣化 した組織 に合わせ て経営 してはならない。環境 を

保 全す るためには,そ の経営組織 を生み出す経済社会体

制 が発達 していかなければならない。発達 した経済社会

体制は,そ の国民 を発展 させ るし,ま た発展 した国民は

発達 した経 済社会体制 を生み出す。

森林保全の場面 において,こ の ような状態 にいたるた

めには現在 イギ リスで行われているナ ショナル ・トラス

ト(国民信託)や,岩 尾別の土地 を保全す るため斜里町 が

実施 しよ うとしている公益信託 の経験 が,発 展 した形態

で生か されなければならない。ナ ショナル ・トラス トや

公益信託は,国 民の寄金によって購入 した り贈与 された

森林 などの財産 を独立 に管理 し,譲 渡,分 配,抵 当化 か

ら守 るので ある。

もとよりこれは自然破壊が続 く状況下で生 まれた保護

処置であ り,全 国土の森林 を保全できる方法ではない。

国土の うちいず れかの森林 を開発することは,そ れが真

の公共 目的 を有す るのであれば必要である。その場合,
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開発 した森林 と同面積 かそれ以上 の森林 を別のところに

作 らなければならない8bし かし森林 が全国民共有の財産

であり後代に永久 に伝 えるべ きものだとのナシ ョナ ル ・

トラス トの精神は,国 民 の寄付,植 樹,清 掃運動 などを

通 じて発展 させ られてい くべ きものであ る。 そのよ うな

精神 な しには未来においても森林 は十全に保 全で きない

であろ うからで ある。

以 上のよ うにして森林の公共的管理 が森林保全の基礎

的条件であるならば,そ のためには何がなされねばな ら

ないか。

現 在できることは私有林の収用,つ ま り公共的 目的の

ために国 または自治体 が買いとるしか根本的解決 方法は

ないだろ う。すでに日本のいたるところで多くの市民 が

私有林の公有化を要請 し,ご く一部 分においては実施 さ

れつつ ある。西ヨーロッパの都市近郊林の 多くは,都 市

経営体 がかつては領主,現 在は個 人から買い もとめた も

のである。 しか し現在の 日本の場合,森 林所有者の 多く

は森林 を,近 年急一h昇した宅地価格 に近い価格で売 るこ

とを求め るため,林 地価格 での収 用を原則 とする自治体

は購入で きないでい る。現在,都 市緑化や国土保 全,私

有林育林のため投 じられている巨額の費用 をもって私 有

林 を購入 し続 けていけば,国 ・公有林はふえ続け緑 化 ・

国土保全および私有林育林費用は毎年減 り続 けてい くは

ずなのにである。

この 一方で,収 用 を拒 否す る私有林所有者 に対 しては

法 によって育林 を義務 づけなければ ならない9b

これ らのことを実行できなければ 日本 の環境は保 全で

きない。 この問題 においては とくに少数者の利益よ りも

多数者の利益が優 先す る。 このことを放置す るか,不 可

能視する国家および,そ れ を生み出 し支えてい る経済的,

法的構造 は国民の福祉 に不適合 であると考 えなければ な

らない。

日本の森林の 多くの部分 を国家,自 治体 が経営主体 と

なって環境保全に留意 しつつ計画的林業 を行 えば木材 自

給量はい ちじる しく増 えるだろう。

しかし木材資源のすべてを自給で きるだろ うか。1955

年から1979年 にかけ日本の人口は工3倍 になったのに対し,

木材需 要量は1.6倍 になった。1979年の需要量110,723千

㎡ に対 し,1955-1979年 で 自給量 が 最大 で あった 年は

1960年 の63,762二F㎡であ り,単 純 に比較 すると46,961千

㎡ 不足す る。合理的林業が行われ るならば生産量 は1960

年 を大 きく上回るだ ろう。 しかし現在のまま木材資源 を

使用 し続けているなら,今 後 とも自給 によっては足 りな

いだろ う。

しか し,こ のような木材資源の大量使用 を変更で きな

いもの として考 えるべ きではない。1955-1979年 の需要

量 を部門別にみ ると,1955年 を1と して1979年 の薪炭材

は0.04倍 に激減 したのに対 して,製 材品は1.9倍,パ ルプ

は3.8倍,合 板 は6.0倍 になっている。 この消費量 そのも

の に問題 がある。

製材品,合 板 については,個 八がその一生の間に一軒

ずつの家 を建てた りこわ した りす る日本 の木造住宅 の短

命 さに問題があ る。 また一年 か二年で捨 て られる安物の

家具類 が きわめて多 く生産 されている。 多くの 人人が公

共的空 間と設備にめ ぐまれた永久的住宅 に数世代かそれ

以上 にわたって住 む状況 にな り,家 具類 も長期間使える

るもの を所有す るよ うになれば,製 材品,合 板の消費量

は,は るかに2威る。

またパ ルプの需要量は,一 度使 っただけで捨 て られ燃

や される紙容器類 と印刷物 の増加 にともなってふ えてい

る。回収のための人件費 をな くすため開発 された紙容器

は,資 源保護の見地か ら回収 して何度でも使用で き,使

用後 は再び原料 となるガラス,金 属等 の容器 にかえるべ

きである。印刷物 も社会的 には無 用あるいは有害 なもの

がかなりの部分 を占め,紙 容器 と同 じよ うに一度 で捨 て

られ燃 や されてい るのでは ないだろ うか。

こうして木材資源 を節約すれば,日 本の木材需要量は,

はるか にへ る。 そのことによって木材は 自給で足 りるよ

うになるだろう。外国材の輸入が自給 をおびや かすので

あれば木材 にこそ輸入制限が行われるべ きである。 しか

も予測 される日本 人口は2080年 で1億1800万 人であ り人

口増による木材需要増は起 らないのである。

木材 自給 によって日本の林業は再興 し,森 林の近 くの

農民が農閑期 には植樹や伐採 を して働 き,… 年中農村 に

いて生活で きる,か つての農山村の くらしがもどるだろ

う。荒廃 した山は なく,ど の山 にも木木 が老木 となるま

で植 えられ ることによ り日本の国土と環境は保全され る

だろ う。

日本 が木材の輸入 をやめれば,熱 帯林滅亡の大 きな源

がな くなることになる。 この ことは世界の環境保 全に大

きく寄与す る。 日本は,こ の方法によってしか,自 分の

国と世 界の環境破壊 をくいとめ ることはで きない。 しか

し,そ れには生産全般 が林業 と同 じよ うに計画化す るこ

とが必要 なのである。現代のすべての問題は,こ の問題

に帰着す る。この根本的 問題 を避 けよ うとした,あ らゆ

る試みは挫折 した。

以上,世 界最大の木材輸入国である日本 を中心 にのべ

た。 もちろん,以1二 の問題 解決方法は世界の各国 に共通

す る。

現在,熱 帯林 を失 ないつつある発展途 上国 でも計画的
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林 業 が行 わ れ過 大輸 出 がや め ば森 林 を保 全 で きるだ ろ う。

森 林 を保 全 で き る よ うな生 産 体 制 に なれ ば生 産 力は 上昇

して貧 困 は減 り,そ れ は 人 口の 増加 を減 らす だ ろ う。

マ ル クス は資 本 主 義 的生 産 を農 業 に適 用 す る と次 の よ

うな こ とが起 こ る との べ て い る。「そ れ(資 本主 義的 生 産)

は 人間 と土地 との あ いだ の新 陳 代謝 をか く乱 す る。 つ ま

り人 間 が食 料 と衣 料 の か た ちで消 費 す る土の成 分(土 地 が

豊 か で あ るた め の永 久 的 自然 条 件)が 大地 に帰 ることをさ

ま たげ る。 しか し資本 主 義 的 生産 は また 同時 に,そ の新

陳 代 謝 の 単 に 自 然 発 生 的 に成立 した状 態 を破 壊 す るこ

と によ っ て,こ の 代謝 を社 会的 生 産 の規 範 的 法則 と して,

完 全 に 人間 の 発 展 に合致 した形 態 に おい て 計画 的 に作 り

出 す こ と を強 い る」1%こ の ことは林 業 にも完 全 に適 合 す

る。 地球 上 か ら滅 失 しつつ あ る森林 は,す で に人 類 の 手

で保 存 され,計 画 的 に再 生 産 され る段 階 に達 して い る'㌔

も し人 人 が,こ の 歴 史 か らの 強 制 を放 置 し,環 境 を保 全

で きる計 画 的林 業 に善 手 しな けれ ば,わ れ わ れ は滅 亡 に

向 うほ か ない の で あ る12』

注1)石 弘之 「生態系の崩壊 が始まった一悪 化をたどる開発

途 上国の環 境」『世 界』1984年2月 ・号,67-70ペ ージ。

2)専 門家 によると,発 展途 上国の人口増加は第2次 大

戦 中に先進国で開発 された医療 ・保健 の技術 が導 入 さ

れて死 亡率 が急速 に低下 した ことによる。 しか し途 上

国 で以前 から高 かった出生率 その もの が低 い生 活水準

の結 果なの である。 西 ヨーロ ッパ諸国の出生率 は第2

次 大戦前す でに低下 していた。

3)「 国産 材価格は外国材 の供給 価格 によって決定 される。

その外国材 は広 大な未 利用の森林 から,略 奪伐採 的 に

高度 に機械 化 された方法で収穫 されたものであ る」。ハ

ーゼ ル『林業 と環境』102ペー ジ。

4)『 西歴2000年 の地球』2,250-251ペ ー ジ.

5「 今 日では国家 の森林所 有の合 目的性 には異論がない。

(中略一 引用者)つ まり林業の特徴 とされ る生産の長期

性,大 規模経 営の経済的有利性,長 期 間にわた る計画

的施 業,資 本集約度,労 働集約度,低 収 益性,森 林の

経 済的,国 土保 全的,国 民保健的機能の総合的 発揮 な

どは,森 林 が公共 の所 有物で あるとい う前提 を必要 と

して いる。 したがって森林所有者は とくに国 家,市 町

村,教 会の よ うな永続 的機関 に適 している」。ハーゼ ル

『林 業と環 境』221ペー ジ。

さらに,こ のこ とは農林業のすべ てに当ては まる。

「全 く保守的 な農業化学 者,た とえば ジ ョンス トンの よ

うな人で さえ,真 に合理的 な農業 が,ど こで も私的所

有で,克 服 しがたい限 界につ きあた ること をみ とめて

い る。(中略一 引用者)そ の適 切な一例は森林 であって,

それは私的所 有ではな くて,国 家管理(Staatsverwal-

tung)の 下 におかれてい るばあい にのみ,時 にい く らか

全体利益 に合致 して経 営 され るので ある」。マルクス『資

本論』第3巻 第6篇 第37章 の注,デ イー ツ版631ペ ー ジ。

6)最 近 の北 海道内の例で は,札1幌 営林局 が支笏洞爺国

立公園にあ る支笏湖畔美笛地 区の苗畑跡地11haを 日本

楽 器製造会社,日 本航空,壬 歳市,大 滝村 に売 るな り

貸すな りして レジャー基地 を作 ろうとす る計画 がも ち

Lり,道 内の市民団体や 自然保護団体 が反対 してい る。

『北海道 自然保 護協会会報』1984年g月 号、,

7)「国有林経営kの 投 資は州の 一一一般 会計で支弁 して しかる

べ きで,国 有林の過伐 によって 支弁 してはな らない」、、

ハーゼ ル『林 業 と環境 』223ペー ジ。

8)こ の ように開発 と環境 保全 を調和 させ るためには森

林ばか りか国土 の大部分が計画的 使用ので きる管理 ・

所有形態 になっていなければ ならない。

9)ド イツ連邦共和 国のバー デンビュルテ ンベ ルク州森

林法は,無 立 木または不完 全な立 木状態 の林地 を林 業

の原則 によって3年 以内 に再造林 す るこ とを森林所 有

者 に義務づ けてい る、,ラインラ ン トパルツ州森林法は

森林所有 者に皆伐跡地 をただ ちに造林 し,造 林地 と更

新地 を手入 れ,保 護,保 有 し,林 業的に開発す ること

を義務 づけてい る。森林所 有者がそれ を拒 否 しよ うと

した り,拒 否する 可能性 があると きには林木伐採 を4こ

くや めなければな らない。ハーゼ ル『林業 と環 境』192-3

ペ ーンQ

lO)『 資本論』第1巻 第4篇 第13章 第10節,デ イーツ版528

ペ ーンな)

11)有 効 な生産 の行われてい ない私 有林は,農 地 に比べ

て共有化 しやすい条件 にある、,森林 を共有化す る試み

は将 来,農 地 の共同所有の試 みの教訓 となるだ ろ テ,

農地 の共同所 有が実現すれば岩尾 別や盤 渓でみた よ う

な,一 一家 が農地 を所有 して耕作 する ことに ともな うあ

らゆる悲劇 を一一一掃 す る、 さらにまた,農 地 の共同所 有

は,宅 地 など非農林 業地の共同所有 に道 を開 くだ ろ う。

労働者や生産組織 が土地 を所 有す ることか ら解放 さ

れれば,そ れは国民 の生活の安定 と向 ヒをもた らし,

生産力は一.L昇す る。

12)こ の研究 を進 め るにあたっては札幌 市盤渓 と斜里町

岩尾 別の居住 者,旧 居住、者 の皆 さんのほか北海道庁 の

各部局,札 幌 市役所の各部局,斜 里町 役場,札 幌法務

局,北 海道神宮,札 幌 と斜 里の営林 署,札 幌 財務局,

札幌 市森林組 合,九 州の香焼町 役場 など多くの組織の

方方の協力 をいただ いた,私 の 多くの知 人た ちからは

貴重 な教示 をうけ研究内容 を改 隆す ることがで きた。

札幌 の土佐崇 雄氏は斜里町 まで同行,土 地登記簿 の筆

写 を手伝 ってくれた。この意味 で も,こ の研究 は・ひ

とつの共同体的精神 の産物 なので ある。
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